
論

説

フ

ッ
ガ

i
家

の

ス

ペ
イ

ン
王

室

へ
の
貸

付

諸

田

實

目

次

は

じ

め

に

一

ス

ペ
イ

ン
王
室
と

の
接

触

二

貸
付

の
形
式

三

王
室

に
対
す

る
貸
付

の
事

例

1

一
五
三
六
年

2

一
五

四
二
年

3

一
五

四
ヒ
年

4

一
五
五

,
.年

は

じ

め

に

本
稿

は
、

エ

ハ
世
紀

の

ヨ
ー

・

ッ
パ
で
最

大

の
国

際

的

な
商

人

・
金

融
業

者

で
あ

っ
た
、

フ

ッ
ガ

象

の

ス

ペ
イ

ン
に
お
け

る
営

業
活

動

の
中

心

で
あ

る
王

室

に
対

す

る
貸

付

の
実

態

を
叩

り
か

に
す

る

こ
と

を
課
題

と
し

て
い

る
。

た

だ

し
、
紙

数

の
関
係

も
あ

っ
て
考
察

の

範

囲

を
国

王

カ

ル

ロ
ス

　
世

(
ド
イ

ツ
皇
帝
力
!
ル
五
世
)

の
時
代

に
限
定

す

る
。

ス
ペ
イ

ン
に
お

け

る

フ

ッ
ガ

i
家

の
営
業

活

動

は
・
O

・
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宮
廷

店

を
中

心

に
行

っ
た

ス
ペ
イ

ン
王

室

に
対

す

る
貸

付
、

口

、

ア

ル

マ
グ

ロ
店

が
管

理
し

た

三

つ
の
騎

七
修

道
会

領

の
地

代
徴

収

の
請

負

い

(
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
)
と

ア
ル

マ
ー
デ

ン
の
水

銀
鉱

山

の
請

負

い
、

口
、

ア
メ
リ

カ
貿

易

の
中
心
地

に
開
設

し

た

セ
ビ

!
リ

ャ
店

の
商

業

.
金
融

業

、
に
大
別

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

こ

の
う

ち
、
口

の

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

と
水

銀

鉱

山

の
請
負

い

に

つ
い

て
は
前

稿

(本
誌

の
第

三
〇
巻
第

一
号
)

で
述

べ
た

の

で
、
本

稿

で
は
e

を
中

心

に
、

そ
れ

に
関
連

す

る
限

り

で
の

に
も
触

れ

な
が

ら
、
述

べ
る

こ
と

に
す

る
。

前

稿

で
述

べ
た

よ
う

に
、

フ

ッ
ガ

ー
家

は
南

ド
イ

ツ
の
帝
国

都
市

ア
ウ

ク

ス
ブ

ル
ク

の

ツ

ン
フ
ト
手

工
業
者

か

ら
出

発

し
、

「
富
豪

」

ヤ

ー

コ
プ
ニ
世

(
一
四
五
九
ー

一
五
二
五
年
)

の
代

に
遠
隔

地

間
商

業
、

鉱

山
業

、

封

建
的

権

力
者

に
対

す

る
貸

付

(公
信

用

)

に
よ

っ
て

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
屈

指

の
国

際
的

な
商

人

・
金
融

業
者

に
な

っ
た
。
次

の

ア

ン
ト

ー

ン

(
ヤ
ー
コ
プ
、
.世
の
甥
、

一
四
九
...ー

一
五
六
〇
年
)
の
代

に

同

家

(ヲ

ッ
ガ

ー
同
族
会
社
」)

の
財

産

は
最
人

に
達

す

る
が
、

こ

の
間

に

ス
ペ
イ

ン
王
室

に
対

す

る
貸

付

が
膨

張

し

て
資
産

の
大

部
分

を

占

め

る
ま

で

に
な

る
。

そ

の
た
め
、

一
五

五
七

年

に
始

ま

る
、

た
び
重

な

る

ス

ペ
イ

ン
王

室

の
支
払
停

止

(「国
家
破
産
」)
が
引

き
お

こ
し

た
国
際

金

融
危

機

は
、

ア

ン
ト
ー

ン
没

後

の

一
族

の
内
紛

や
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人
金

融

業
者

の
進
出

と
あ

い
ま

っ
て
、

絶
頂

期

を

過
ぎ

て

い
た

フ

ッ
ガ

ー
家

に
大

打

撃

を

与

え
、

同

家

の
没

落

の
重

要

な
原

因

に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、
全

盛

期

か

ら

没
落

に
か
け

て

の

フ

ッ
ガ

ー
を
取

り
あ
げ

る
場

合

に
は
、

同
家

の

ス
ペ
イ

ン
に
お

け

る
営

業

活
動

、

と

り
わ

け

ス
ペ
イ

ン
王

室

に
対

す

る
貸

付

の
実

態

を

明

ら
か

に
す

る

こ
と
が
不

可
欠

に
な

る
。

一

ス
ペ
イ
ン
王
室
と
の
接
触

ド
イ

ッ
人

の
商
業

活

動

が

イ

ベ

リ

ア
半
島

に
達

し

た

の
は

一
四
世

紀
後

半

の

こ
と

で
、
大

西
洋

沿
岸

を

ポ

ル
ト
ガ

ル

(リ
ス
ボ

ン
)

へ
向

か

う
海

上

ル
1

ト
と
、

ス
イ

ス
、

南

フ
ラ

ン
ス
を

通

っ
て
ピ

レ
ネ

ー
山

脈

を
越

え
、

カ

タ

ロ

ニ
ア
と

ア
ラ
ゴ

ン

へ
向

か

う
陸
上

ル
ー
ト
が

あ

っ(混
。

海
上

ル
ー
ト

で
は
北

ド
イ

ッ

・
ハ
ン
ザ
都

市

の
港

と

リ

ス
ボ

ン
と

の
間

の
海

運

が

一
四
世
紀

の
第

三

・
四
半
期

に
始

ま
り
、

一
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五
世

紀

に
は
プ

・
イ

セ

ン
や
ダ

ン

ツ
ィ
ヒ
な

ど

ハ
ン
ザ
都

市

の
船

が

イ

ベ
リ

ア

の
特

産

物

(塩
、

ワ
イ

ン
・

コ
ル
ク
・
乾
燥
果
実
な
ど
)
を

買

付

け

る

た
め

に

リ

ス
ボ

ン

へ
来
航

し

て
い
た
。

し

か
し
、

こ

の
方

面

で
は
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

を

は
じ
め

イ
ギ

リ

ス
・

フ
ラ

ン
ス
・

ネ

ー

デ

ル

ラ

ン
ト
な

ど
西

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
商

人

の
活

動

に
較

べ

て
遅

れ

て
転
焔
。

▼」
れ

に
対

し

て
、

陸

路

カ

タ

ロ
ニ
ア
と

τ

フ
。コ
ン

へ
向

か

っ
た

の

は
主

と

し

て
南

ド
イ

ツ
と

ス
イ

ス
の
商

人

で
・

リ

ヨ

ン
の
大

市

で
需

要

の
あ

っ
た

サ

ブ
一フ
ン

(織
物

の
染
料
と
し
て
轟

)
を
求

め

て
ピ

レ
ネ

ー
を
越

え

て
い

っ
た
も

の
と

思

わ
れ

る
・
ア
ラ
ゴ

ン
は

サ

フ
ラ

ン
の

産

地

で
あ

る
。

三

七

〇

年
代

に

バ

ル
セ

・
ナ

で
ド
イ

ッ
人

が
確

認

さ
れ

て
い
る

の
が
最

占

の
記
録

だ

と

い
わ

れ

る
か

.り
・

こ
の
方

面

で

も

、

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

そ

の
他

イ

タ
リ

ア
商

人

の
進

出

よ

り
遅

れ

て
い
た
。

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

は

一
三
世
紀

後
半

に
は
す

で
に

ア

ン
ダ

ル

シ
ア

の
港

町

に
定
住

し
、

一
四
世
紀

に

は
イ

ベ
リ

ア
半

島

の
銀

行

家

と

し

て
の
地

位

を
強

め

て

い
た

の
で
あ

る
。

イ

ベ
リ

ア
半

島

の
東

部

に
お
け

る
南

ド
イ

ッ
と

ス
イ

ス
の
商

人

の
活
動

は

ア

ル

フ
ォ

ン

ス
五
世

(寛
容
王
・

西

宍

去

八
年

)
の
頃

に

全

盛

期

に
達

し

た
。

ニ

ュ
ル

ン
ベ

ル
ク
の

シ

ュ
ト

・
-

了

、

ザ

ン
ク

ト

・
ガ

レ

ン
と

ベ

ル

ン
の
デ

ィ
ー

ス
バ

ッ
ハ
目
ヴ

ァ

ッ
ト
・

バ

ー

ゼ

ル
の

ハ
ル
ビ

セ

ン
、

イ

ス

〒

の

シ

ュ
パ
イ

デ

ル
な

ど

の
名
前

が
知

・り
れ

て

い
る
が
、

な

か

で
も
、
南

ド

イ

ッ
特

産

の
麻
織

物

と

サ

フ

ラ

ン
そ

の
他

イ

ベ

リ

ア

の
特

産

物

を

交

換

し

て

い

た

「
大

ラ

ー

フ

ェ

ン

ス
ブ

ル

ク
会

社

」

(
一
、一バ

O
l

一
五

・・.○
年

)

の
活

躍

が

際

立

っ
て

い

た

。

こ

の
会

社

は

一
五

世

紀

に

は

バ

ル

セ

ロ
ナ

、

サ

ラ

ゴ

サ
、

バ

レ

ン

シ

ア
、

一
時

は

ア

リ

カ

ン

テ

に

も

代

理

人

を

置

い

て

転
混

。

以
上

の
よ

.つ
な

ド
イ

ッ
人

商
人

の
イ

ベ
リ

ア
進
出

と
較

べ
る
と
、

フ

ッ
ガ

あ

進
出

は
ず

っ
と
遅

か

っ
た
・

西

世

紀

後
半

に

ア

ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

へ
出

て
織
布

エ

ツ
ン

フ
ト

に
加

入

し
、

五

世
紀

半

ば
頃

ヴ

ェ
ネ

ツ
ィ
ア
と

の
間

の
商

業

を
始

め

て
・

遠
隔

地
間

商
業

の

シ

ス

テ
ム

(「中
世

の
世
界
経
済
」
レ
ー
リ
ヒ
)
に
参
入

し
た

ば
か

り

の

フ

ッ
ガ

ー

に
と

っ
て
、
イ

ベ
リ

ア
は

一
五
世

紀

末

ま

で
商
業

活
動

の
圏
外

に

あ

っ
た
。

ブ

ッ
ダ

は

西

九

四
年

に

ハ
ン
ガ

ー

(
ス

・
ヴ

ァ
キ

ァ
)

の
銅

の
採
掘

と

精

錬

に
進

出

し
、

そ
れ

以
来

し
ば

し
ば

ハ
ン
ガ

リ

「
産

の
銅

を
、

西

ア

フ
リ
カ
貿
易

や
東

イ

ン
ド
貿
易

の
交

易

品

と
し

て
銅

を
求

め

て

い
た

ポ

ル
ト
ガ

ル
王
室

に
販
売

し

て
い
る
が

・

こ
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の
銅

の
販

売

が
行

わ
れ

た

の

は

ア

ζ

ウ

ェ
ル
ペ

ン
で
あ

っ
て
、
呉

ボ

ン
で
は

な

か

つ(妃
.
ま
た
、

五

・

五
、
・
六

年

に
ヴ

ェ
ル
ギ

ーー

フ
ォ

ェ
ー
リ

ン
会

社

が
中

心

に
な

っ
て
南

ド
イ

ッ
商

人

が

企

て
た
東

イ

ン
ド
貿

易

に

フ

ッ
ガ

ー
も

四
〇

〇
〇

ド

ゥ
カ

ー

ド
を
出

資

し

て

参

加

し
・

そ

の
直

前

に
代

理
人

を

呉

ボ

ン

へ
派
遣

し

て

臥
龍
.

し

か
し
、

ま

も

な

-
ポ

ル
芳

ル
国

王

が
外

国
人

の
東

イ

ン
ド
貿
易

へ

の
参

加
を

禁

止

し

た

た
あ
・

フ

ッ
ガ

あ

東

イ

ン
ド
貿

易

へ
の
参

加

は

Ψし
の

高

だ

け

で
終

り
、

ま
た
、

ポ

ル
ト
ガ

ル
の
香

辛

料

卸
.冗
の

中
心

が

ア

ン
ト

ウ

ェ
ル

ペ

ン

へ
移

っ
た
た

あ
、

リ

ス
ボ

ン
の
代

理
人

も

そ

の
後

は
早

っ
た
活

動

を

し

て

い
な

い
。

ス
ペ
イ

ン
と

の
関

係

を
示

す
事

実

も

一
五
世

紀

末

ま

で
は

ほ
と

ん

ど
伝

え
ら

れ

て
い
な

い
。

一
四
九

九

年

に

ス
ペ
イ

ン
の
カ

ト
リ

ッ
ク

両
美

イ
サ
ベ
ル
と

フ

ェ
ル
ナ
ン
ド
)
の
娘

で
ブ

ル
ゴ

ー

ニ

ュ
公

妃

の

プ

ア
ナ
に
髪

エ
レ
オ

イ

レ
が
生

ま

れ

た
時

、
父
方

の
祖

父

に
当

る

皇

帝

マ
ク

シ

ミ
リ

ア

ン
の
依

頼

を
受

け

て
母

子

に
上

等

の
織

物

を
贈

・
た

と

い
わ

れ

て

い
る
が
、
多

分

、

}」
れ
が

ス
ペ
イ

ン
王

室

と

の
最

初

の
接
触

で
あ

ろ

う
.

五

・

五
年

に

サ

ン
タ

.
ク

ロ
ー

チ

ェ
の
カ

ル
バ
ジ

ャ

ル
枢
藩

は

ア

ウ
ク

ス
㌶

ク
を

.
度

訪

れ
、

二
書

に

訪

れ

た
時

フ

ッ
ガ

ー
邸

に
宿

泊

し

た
が

、
彼

は

フ

ッ
ガ

ー
家

が
迎

え
た
最

初

の

ス

ペ
イ

ン
人

の
客

で
あ

っ
た
。

五

〇

九
年

末

の
ブ

・
ア

の
開
城

の

の
ち
、

フ

ェ
ル
ナ

ン
ド
が
対

ヴ

ェ
ネ

ツ

ィ
ア
戦

の
戦
費

を

ス
ペ
イ

ン
か
・り
皇

帝

に
送
金

し
た
時

、

翠

百

に

フ

ッ
ガ

あ

代

理
人

も

-

ラ

ノ
で

こ
の
受

領

に
関

わ

っ
て
い
た
。
こ
う

し

て
、

五

エ

ハ
年

に

フ

ェ
ル
ナ

ン
ド
が
死

去

し

て
、

ブ

ル

ゴ

ー

ニ

ュ
公

の

カ

ー

ル

が

ス

ペ

イ

ン
国

王

カ

ル

ロ
ス

一
世

に
な

っ
た

時

に

は

、

フ

ッ
ガ

ー

は

ト

マ

ス

.
ス
ピ

ネ

リ

と

並

ん

で

ス

ペ
イ

ン
王

室

の
送
金

業

務

に
喰

い

こ
ん

で

い
た
。

五

一
七

年

の
夏

、

・
↓

か
・リ
ネ

L

ア
を

フ
ン
ト

へ
向

か

つ
旅

の
途
中

ア
ウ

ク

ス
ブ

ル
ク

を
訪

れ
た

ア

ラ
ゴ

ン
の

牛

ド
ヴ

ィ

ヒ
枢
機

卿

は
、
コ

万

人

の
鉱

夫

を
雇

い
、
三

〇
万

ド

ゥ
空

ド

(四
二
万
グ
徴

ア
ン
)
の
大
金

を
動

か

す

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

の
銀

行
家

L

と

フ

ッ
ガ

あ

財

力

に
驚

い
て
、

ミ

ド

ル
ブ

ル

フ
で

ス
ペ
イ

ン
行

き

の
船

の
出

航

を
待

っ
て

い
た

カ

ル

ロ
ス
に

フ

ッ
ガ

ー

の

こ
と
を

話

し

た
と

い
う
。

こ
の
時

、

フ

ッ
ガ

ー
は
ヴ

ェ
ル
ザ

ー
と
協

力

し

て
、
国

王

と

し

て
初

の
お
国

入

り
を

す

る

カ

ル

。
三

行

(「外
国
人
の
大
臣
」
と

「
二
・
○
人

の
髪

と
侍
従
」
を

つ
れ
た

一
行
)
の

ス
ペ
イ

ン
行

き

の
旅

費

を
引
受

け
、

フ

ッ
ガ

あ

代
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理
人

と
し

て
W

・
ハ
ラ

ー
が
国

王

の

一
行

に
同

行

」
規
。

フ

ッ
ガ

畜
と

ス
ペ
イ

ン
お

よ
び

ポ

ル
芳

ル
王

室

と

の
関
係

は
、

以
上

の
よ

う

に

エ

ハ
世
紀

に

は
始

ま

っ
て
い

る
が
・

そ

の
大

き

な
転

機

と

な

っ
た

の
は
何

と

い

.
て
も

五

冗

年

の
皇

帝
肇

で
あ

っ
た
。

こ
の
肇

で

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
家

の

ス
ペ
イ

ン
国

王

カ

ル

。
ス
に

対

す

る

フ

ッ
ガ

ー

の
資
金

援

助

は
、

ス
ペ
イ

ン
王

室

の
債

務

襲

・
や
垂

銀

行

家

の
振
出

し
た
為

替
手

形

を

引
受

け

る
形

で
・
前

年

の
夏

か
、り
何

回

か

に
分

け

て
行

わ

れ
、
結

局

、

よ
く
知

り
れ

て

い
る
よ

う

に
、

八

芳

グ

ル
デ

ン
余

の
馨

費

用

の
六

割
余

に
当

た

る
五

四
万

三

五
八

五
グ

ル
脚ア
ン
五

四

ク

・
イ

ッ

ァ
⊥

い
う
巨
額

に
達

し

た
。

↓
五

二

隻

月

に
ヴ

ォ
ル
ム

ス
の
国
会

に
出

席

し

た
皇
帝

力

「

ル

(
ス
ペ
イ
ン
国
丑
カ
ル
。
ス
)
の
財
政
担

当

者

と

フ

ッ
ぞ

と

の
間

で
、

フ

ッ
ギ

に
対
す

る

ス
ペ

イ

ン
王

室

の
債
務

は
麹

ハ
○

万
グ

ル
デ

ン

で
あ

る

}」
と

が
A
口
意

さ
れ
、

.筋

.つ
ち

四
。

万
グ

ル
噌ア
ン
は

一ア
イ

ロ
ん

の
鉱

山
収

入

な

ど

で
、

.
6

万
グ

ル
デ

ン
は

ス
ペ
イ

ン
の
収

入

で
返
済

す

る

こ
と

が
約

束

さ
れ

た
。

▼し
.つ
し

て
、

フ

ッ
ガ

ー

は

ス

ペ
イ

ン
と

い
・つ
遠

く

離

れ

た
異

文

化

の
国

、

こ
れ

ま

で

に
営

業

活

動

の
経

験

も
乏

し
く

・
営

業

組
織

も

作

.
て
い
な
い
国

で
、
し
か
も
不
穏
な
状
況
が
続
き
、
富
を
叢

す

る
外
国
人
商
人

に
対
す
る
反
感

が
渦
巻

く
中

で
・
イ
ベ
リ
ア
叢

の

商

業

.
金

融
業

に
深

く
根

を

お

ろ
し

て

い
る
ジ

ェ
ノ
ヴ

・
人

と
協

調

し

た
り
対

立

し

た
り

し
な

が
ら
・

貸

倒

れ

の
危
険

極

ま

り
な

い
最
高

権
力

者

に
対

す

る
巨
額

の
債
権

の
回
収

と

い
・つ
困
難

な

鋸

を
背

負

う

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

の
意
味

で
・

一
互

二

年
春

は

フ

ッ
ガ

i
会

社

に
と

っ
て

「
悲
劇

的

な

運
命

の
転

回
点
」
(』牛
、
ル
ニ
ッ
ツ
)
で
あ

っ
た
。

ヘ
ブ

ラ
ふ

指

摘

し

た
よ

う

に
・

フ

ッ
ガ

ー
は
最
初

か

ら
・

こ

れ

ま

で
の
南

ド

イ

ッ
商

人

と
違

.
て
、

ス
ペ
イ

ン
国

王

で
あ

り
神

聖

〒

マ
帝

国

(ド
イ

ツ
)
皇
帝

と

な

っ
た

カ

ー

ル
毒

の
銀
行

家

と

し

て

ス
ペ
イ

ン
と
接

触

し

た
、

と

い

っ
て
も

よ

い

の

で
み

罷
。

(
-
汐

エ
.
溶
①
=
㊦
鵠
げ
Φ
口
N

・
。
Φ
ロ
榊ω
。
げ
一四
口
位
8

創
・。
婁

Φ
・
・
薫

ρ
↓
母

ー

。
。
黛
①
乙

Φ
.・
曇

。
ぎ

.・
岳
¢
ω
量

邑

①
ζ

ミ
§

.
ぎ

§

§

、
嚇働
6
詮
§

6
壽
鳴
、
切
慈

窟
醤
陰

、鴨
軌醤
鳴
⑦
6
慈

§

基

㊤
6

①
「
ψ
』

§

門
①
邑

Φ
民

き

h
葺

§

h
α
2

一g

「
葺

Φ
島

釜

塁

く
§

蜀

り…
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(擁

雛
蝶
灘

辮
嚇灘
総
騰
騰
鵬
縫
擁

と

ネ

ー
デ

ル
ラ

ン
ト

の
毛
織

物

の
交

換
を
盛

ん

に
行

っ
て
い
た
。

(蘇
総

盤
糀
欝
醗
端
欝
護
繋
灘
輪
聾

黙

霧

謙
響
鞭
辮

瞬
辮黙
蹴犠

凝
犠

(繋

犠
鷺

瑳

群

愚

縛
活耀麟

ザコ諺

矯
誕
畿

鋏

難

箋

至

書

。長

薯

き

窯

§

ω
§

§

ミ

寄

語

黛
§

亀

q軌
葛

自
」
・
蕾

ρ
ω
・
㎝
p

(5㍉六㌶

塘

難
騨

甥
励

藁
難

霧

現藤

㎎馨

戴

嬉
謙

緊

噛疏

『
大
航
海

』

の
資
金

調
達
」

(
『
商
経
論
叢
』

二
八
ー

二
)

一
〇

四
、

一
〇
五
頁
。

(
6
)

ρ

閃
・
§

℃
。
喜

凶
富

。
ミ

蓉

島

ユ
」

樋
ω
』

幽
こ

り
心
二

・
閑
Φ
=
①
づ
σ
Φ
口
N
・
鼻

9

。
,・
ω
.
露

.

(集

∴
羅
伽謙

働懲
諺
瞬
檬
鑑
膨
麟

康

纒

糞

・建

登
・h二(翼
震

雛

餅
鷲

蝕鷲

鐸
薄

静
麟

袴

他

型

ど
な

っ
た
・
罠

①
雪

ー

9
9

.・
・琴

あ

ほ
か
、

五

天

年
に
カ

ル
・
ス
の
妹

カ
タ
リ
↓

の
持
参
金

(結
婚

の
相
手
は
ブ
一フ
ン

デ

ン
ブ

ル
ク
選
帝
侯

の
息

子
)

を
調
達
し

て
い
る
。



(8
)

蕾

『
フ
ッ
ガ
豪

の
遺
産
』
(墓

閣
、

一
九
八
九
年
)
七
〇
頁
以
下
。
同

ヲ

ッ
ガ
蒙

に
よ

る
騎
士
修
道
会
領

の
地
袋

硝
負
い

(「
マ
エ
ス

ト
胴プ
ス
ゴ
」
)
L
(『
商
経
論
叢
』
三
〇
⊥

)

三

八
⊥

四

責

。
こ
の
間
、

五

二
〇
年

δ

月
に
ア
よ

ン
の
大
聖
堂
で
だ灯
わ
れ
た
カ
ル

。
ス
の

戴
冠
式

に
、

ヤ

ー

コ
プ

の
甥

の
ウ

ル
リ

ッ
ヒ
が

フ

ッ
ガ

i
会
社

を
代
表

し

て
出

席
し

た
。

(
9
)

国
・
奪

互

b
蕊

§

討
軌§

§

、
餐

「
憲

§

ぎ

ミ
§
鴫
§

智

ミ
§

籍

.

二

貸
付
の
形
式
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ス

ペ
イ

ン
国

王

カ

ル

。
ス

孤

(在
位

五

工
全

五
六
年
、
ド
イ

ツ
皇
帝
と
し

て
は

カ
ん

五
世
、
在
鐘

互

午

五
六
年
)
は
四
〇

年

に
お

よ

ぶ
治

世

の
間

に
お

よ

そ

二
、
八

九
〇

万

ド

ゥ
や

ド
を
各

国

の
銀

行
家

か

ら
借

入

れ
奈

、

そ

の
う

ち

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

が
約

一
・

一
六

〇
万

ド

ゥ
や

ド
、

〔南

〕
ド
イ

ッ
人

が
約

一
、
〇

三
〇

万

ド

ゥ
空

ド

で
、
両

者
を

合

わ

せ

る
と
七

五
%

を
占

め

て
い

る
・
南

ド
イ

ッ
人

の
貸

付

の
大
部

分

は

フ

ッ
ガ

た

よ

る
も

の

で
、

フ

ッ
ガ

ふ

四
〇
年

間

に

ス
ペ
イ

ン
王

室

に
貸
付

け
た
金

額

は
聖

・

○
○

○

万

ド

ゥ

カ

ー

ド

(約

　
、
四
。
。
万
グ

ル
デ
ン
)
に
の
ぼ

つ
(混
.
前
述

し

た

よ
う

に
、

フ

ッ
㌘

は

ヤ

当

プ

ニ
世

の
晩
年

に
箒

馨

の
資

鍵

助

を
通
し

て

「
ス
ペ
イ

ン
王
室

の
銀
行
家
」
と
し

て

ス
ペ
イ

ン
で
の
事
業

に
進
出

し
た
が
、
次

の
ア
ζ

↓

の
時
代

に
は

ス
ペ
イ

ン
王
室

に
対
す

る
貸
付

は

フ
ッ
ガ

尚

族
会
社

の
ス
ペ
イ

ン
で
の
事
業

の
最
も
重
要
な
分
野

に
な

っ
た
。

ア
ζ

↓

没
後

に
作
成

さ
れ
た

五

六

三
年

の
決
算

書

に
よ

る
と

、
ス

ペ
イ

ン
王
室

に
対
す

る
貸

付

金

の
残

高

(債
権
)
は

四
五

〇

万
グ

ル
デ

ン

(約
三
三

万
ド
ゥ
空

ド
)
で
・

資
産
総
額

の
実
に
七
八

.
五
%
を
占
め

て
馳

・

フ

ッ
ガ

ふ

ス

ペ
イ

ン
王
室

と

の
間

で
行

っ
た
幕

取
引

に
は

ヲ

シ

エ
ン
と

(鋤
ω一①鵠
一〇
〇〇
)
と

「
ク

レ
デ

ィ
ト
」
(曇

ε
..)
ま

た

は

「
ソ

コ

ロ
」
(・・。
。。
量

と

い
う

二

つ
の
形
式

が

あ

つ(規
.

ア

シ

エ
ζ

と

い
う

の
は
貸
付

け

た
金

額

が
返

済

さ

れ

る
ま

で
の

歪

期

間

・

王
室

の
特

定

の
収

入

を
返

済

に
当

て
蚤

」
と

が
貸

手

に
対

し

て

屠

図

」

さ
れ

た
契
約

の

こ
と

で
、

フ

ッ
ガ

雀

は
じ
め
各

国

の
銀
行

家

の
王

室

に
対

す

る
貸

付

は
通

常

ア
シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で
行

わ

れ

て
い
た
。
王

室

の
収

入

の
質

入

れ

で
あ

り
・
「
租

税

の
嚢

」

で
あ

る
・
当
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年
度

の
収

入

が

す

で
に
指

図

さ

れ

て
笑

れ

(譲
渡
)
さ
れ

て

い
る
場

合

に
は
、
次

年

度

以
降

の
収

入

が
指

図

さ

れ
た
。

五

五

六
年

に
カ

ル

。
三

世

に
替

っ
て

フ

ェ
リ

ペ
ニ
世

が
王

位

に

つ
い
た
時

に
は
、

ス
ペ
イ

ン

(カ

ス
一ア
ィ
ー
リ
ャ
)

の
董

収

入

は
五
年

先

の
分

ま

で
す

べ

て
指

図

(譲
渡
)
さ

れ

て

い
た
・
と

い
う

こ
と

は

よ
く
知

ら

れ

て
い
る
。
前
稿

で
述

べ
た

マ

エ
ス
ー

フ
ス
。コ

(騎
ヒ
修
道
会
領

の
地
代
生盟

い
)

も

こ
れ

に
含

ま
れ

る
・

こ
れ

に
対

し

て
ク

レ
デ

ィ
よ

た

は

ソ

コ
・
は
突

発

的

な
貨

幣
需

要

を
充

足

す

る

た
め

に
行

.
た

緊
急

の
無

担
保

の
貸

付

で
・

ア

シ

エ
ン
ト

に
較

べ

て
金
額

は
ず

っ
と
小

さ

い
。

廷

臣

や

カ

ル

・
ス
の
宮

廷

に
駐

在

す

る
各

国

の
外
交

享

相
手

に
し

　
ヰ

　

た
場

合

が
多

か

っ
た
。

ア
シ

エ
ン
ト
を

結

ぶ

に
際

し

て

フ

ッ
ギ

に

「
指

図
」

さ
れ

た
王
室

の
収
入

に
は
、

ク

ル
マ

ダ

(十
字
軍
税
)、

ク

ア

ル
タ
や

ス
ブ

シ

デ

ィ
ォ

(教
会
領
か
ら
の
臨
時

の
地
代
)
な

ど
教

会
領

か

ら

の
収

入

が
多

く
、

そ

の
ほ
か

セ

ル
ビ

シ
オ

(特
別
上
納
金
)
や

ア

ル
カ

バ

,フ

(売
ヒ

税
)
が

「
指
図
」
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
れ
ら

の
場
合

に
は
王
室
が
徴
収

し
た
金
額
が

フ
ッ
ギ

に
渡

さ
れ
た
が
、

マ
エ
ス
t

フ
ス
。コ

の
場
合

に
は

フ

ッ
ガ
占

身
が
修
道
会

の
領
地
を
管
理
し
て
、
地
代
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
・り
な
か

.
た
.

一
六
世
紀
半
ば

に
な

.
て
新

大
陸
か
ら
の
銀

の
流
入
が
ふ
え
る
と
・
次

に
到
着
す

る
差

の
船
団
が
積

ん
で
く
る
は
ず

の
銀
が

梧

図

さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
お

}し
っ
た
。

貸
付

け
た
銀
行
家

は
実
際

に
貨
幣

が
手

に
入

る
た
め
銀

に
よ
る
返
済
を
望
ん
だ
が
、
天
候

の
状
態

や
磯

の
輩

な
ど

の
影
響

あ

.
て

船
団

の
到
着
は
不
肇

で
あ
り
、
そ

の
う
え
、
王
室

の
貨
驚

而
要

が
逼
迫

し
て
い
る
場
A
口
に
は
返
済

に
当
錺

よ
.つ
に

梧

図
L
さ
れ
た

分

の
貴
金
層

差
押

え
ら
れ
て
没
収
さ
れ
、
岱

に

一
片

の
債
務
証
書

の
発
行

で
す
ま
さ
れ
る
危
険
が
あ

.
た
。

そ
}」
で
、

ア

シ

エ

ン

ト

を
猿

際

に
こ
の
危
険
防
止

の
た
あ

の

「保
証
国
債
」
(喜

ω
。
Φ
『Φ・…
琶

・
)
を
銀
だ豪

に
引
渡
す

し
と
が
あ

っ
た
。

▼」
れ
は
債
権

の
満

期
以
後
貸
手
が
特
定

の
租
税

に
も
と
つ
く
年
金
を
叢

る
年
金
証
黄

菊
Φ
蚤

σ
邑

で
、
そ
の
金
額

は
約
定
さ
れ
た
貸
付
金

の
利
子

に

相

当

し

た
。

同

じ
よ
う
な
危
険

は
・

フ

ッ
ギ

が

ス
ペ
イ

ン
の
営
業
活
動

で
あ
げ
た
利
華

讐

や
地
金

の
形

で
国
外

へ
持
出
す
場
A
口
に
も
お

}」
.
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た
。

フ

ッ
ガ

ー
は
あ

、b
か

じ
め
貸

付

の
際

に
貴

金

属

の
輸

出

許
可

(ω§

)
を

と

り

つ
け

る

こ
と
が
多

か

っ
た
が
・

こ
の
許

可

も
取

消

さ
れ

る
▼」
と
が
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、

五

四
八
年

の
決
算

に
は
多
額

の
海
上
保
険
料

が
計
上
さ
れ
て
お

り
、

ヘ
ブ

7

は

こ
れ
書

金
属
輸

送

の
た
め
と
解

し

て
い
る
。
ま
た
、

五

五
四
年

に
王
室

の
命
令

で
多
額

の
現
金
を

セ
ビ
ー

ヤ
か
ら
ネ
L

ア
ル
ラ
ン

ト

へ
輸
送

し
た
船

団

に
は
、
王
室

の
分

の
ほ
か
に
数
卜
万

エ
ス
ク
養

(
丁

〇
七

エ
ス
字

ド
が

一
ド
ゥ
カ

ー
ド
)
の

フ

ッ
ガ

あ

貨
幣
が
積

み
こ
ま
れ

て
い

た
。

芳

、

五

互

ハ
年

に
王
室
は

フ
ッ
ヴ

に
対
す
る
二
〇
万
ド

ゥ
空

ド

の
輸
出
許
可
を
取
消
し
・

フ

ッ
ガ
「
に
対
し

て
四
%
の
補

償
を
提
示
し
た
が
、

フ

ッ
ギ

は
七
%

の
補
償
を
要
求

し
た
と

い
(莞
・

フ

ッ
ガ
あ

貨
幣
取
引

の
相
手

は
王
室
ば
か
り

で
は
な
か

.
た
。

ス
ペ
イ

ン
の
宮
廷

に
駐
在
す

る
各
国

の
外
交
官

に
対
し

て
貸
付
が
行

わ
れ

て
い
た

▼、
と

は
前
述
し
た
が
、

そ
の
ほ
か
民
間
人
を
相
手

の
貨
幣
取
引
も
行

っ
た
。
人
土
地
所
有
貴
族
や
高
位

の
聖
職
者

の
財
産
を

管
理
し
た
り
、
役
人
が
外
国

の
君
主
か

り
支
払
わ
れ
る
年
金

を

ブ

ッ
ダ

を
通
し

て
受
け
と

っ
た
り
・
資
産
家
が
確
実

な
収
益
を
期
待

し

て
フ

ッ
ガ

「
の
営
業

に
投
諮

た
り
し

た
▼し
と
も
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
.

た
だ
し
、
王
室

に
対
す

る
貸
付

に
較

べ
る
良

問
人
を
相
手

の
貨
幣
取
引

は
金
額
が
少
な

い
。

民
間

人

に
対

す

る
貸

付

や

そ

の
債

権

の
回
収

は

セ
ギ

リ

・
店

の
記
録

に
も
多

い
。

特

に
、

ア

メ
リ

カ
貿

易

を
営

む
商

人

に
貸
付

け
た

債

権

の
回
収

は
、
債

務
者

が

ア
メ
リ

カ

へ
渡
航

し

て
し

ま

っ
た
場

合

に

は
困

難

で
あ

っ
た
。

セ
ビ

ー

ヤ
店

の
責

任
者

は
し
ば

し
ば

・

サ

ン
ト

.
ド

、、、
ン
ゴ

や
プ

エ
ル
ト
リ

コ
島

の
役

人

に
取

立

て
を
依
頼

し

て

い
る
。

ま

た
、

ブ

ッ
ダ

に
対

す

る
返

済
金

が
払

込

ま

れ
た
銀

行

が
破

産

し

て
面

倒

な
訴

訟

に
な

っ
た
場
合

も

あ

っ(規
。

王

室

に
対

す

る
貸

付

や

そ

の
他

ス
ペ
イ

ン
で
の
営

業

を
続

け

る
た
め

に
、

フ

ッ
ギ

は
宮

廷

に
店

(鵠
O
hh鋤
屏
一〇
「①
一
)
を
出

し

て
支

配
人

を
常

駐

さ
せ

た
。

ス
ペ
イ

ン
の
宮

廷

は
、

フ

ェ
リ

ペ
ニ
世

が

マ
ド
リ

ッ
ド

に

エ
ス

コ
リ

ア
ル
宮

殿
を

造

営

す

る
ま

で
特

定

の
王
宮

を
も

た

ず
、

短
期

間

ず

つ
各
都

市

を
移

動

し

て

い
た
。

財

務
会

議

や

国
庫

の
責

任
者

、

王

室
御

用

の
銀
行

家

も

そ

の
た

び

に
国

王

と

と
も

に
移
動

閏h糊}即"畑同鴇… 田噛酬 哨榊 岬胸職鳳一
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し

た

の
で
、
当

然
、

フ

ッ
ガ

ー

の
支
配

人

も
宮
廷

と

と
も

に
移
動

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た
。

宮
廷

の
頻

繁

な
移

動

に
伴

う
銀

行
家

の

不
便

と
出

費

を
軽

減

す

る
た

め

に
、
国
王

は
滞
在

先

の
都

市

に
自

身

と
従

者

の
た
あ

の
住
居

を

用
意

さ
せ

る
権
利

兄

.
。匿

..
。
。
..
α
.
)

に
も
と

つ

い

て
、

フ

ッ
ガ

ー
の
支

配

人

に
も

住
居

を

提
供

し

て

い
た
。

宮

廷

が

マ
ド
リ

ッ
ド

の
王
宮

に
定

着

す

る

の

は

一
五
六

五
年

か

ら

で
あ
る
が
・

フ
ッ
ガ

な

そ
れ
以
前
か
ら
ゴ

ン
サ

レ
ス
の
家
を
宿
舎
と
し

て
指
定

さ
れ
、
年

五

〇

ド
ゥ
空

ド
の
家
賃
を
払

っ
て
使
用

(
8

)

し

て

い

た

。

五

二
五
年

に

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
請
負

い
が
始

ま

る
と
、
領

地

の
管

理

と
地

代

の
徴
収

と

い
・つ
繁
雑

な
仕

事

が

生

じ
、

〉し
れ

を
担
当

す

る
代

理
人

が

カ

ラ

ト

ラ
バ
修

道

会
領

内

の

ア

ル

マ
グ

・
に
駐
在

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

の
後

一
五

三
〇
年
代

に

ア
メ
リ

カ
貿

易

の
中

心

地

と

し

て

セ

ビ

ー

リ

ャ

の
重

要

性

が

ま

す

と

、

セ

ギ

リ

ャ

に
も

代

理

商

を

置

く

よ

・つ
に

な

る

。

ア

ル

マ
グ

ロ
の

代

理

人

も

セ

ビ

ー

リ

ャ

の
代

理

商

も

宮

廷

に
駐

在

す

る

支

配

人

の

管

括

下

に

あ

・
た

。

宮

廷

の

フ

ッ
ガ

膚

を

預

る
支

配

人

と

し

て

は
、

初

代

の

w

.
パ

ラ

あ

ほ

か

・

ー

・
ラ

イ

イ

ン

ク
・

V

・
ホ

ェ
ル

ル
、

K

・
ヴ

ァ
イ

7

、

S

・
ク

ル

ツ
、

J

.
シ

ュ
テ

ッ
ヒ

ャ
ー

、

牛

ホ

ェ
ル

マ

ン
、

　
き

　

h

・

フ

ッ
ガ

ー

、

J

・
ヴ

ァ

ル

タ

ー

ら

が

知

ら

れ

て

い

る

。

C

(
-
)

罠

①
蚕

げ
①
。
N
噛
u
誤

。
コ
蚕

①
三
罠

Φ
「
謬

α・
Φ
富

一ω
しd
ゆ
・
否

ω
a

の
量

ω
g

①
コ
耀
『
。
コ
。
」
口
"N
驚
魯
・。。
ミ

蕊

映
§

鳴
§
鳴
ミ

驚
韓

,

.qき

書

鍵

σ9
`
=
3

ω
§

P
ω
.
。・
§

エ
リ

オ

ッ
ト
は

「
彼

〔
カ

ル

夏

〕
は
三
七
年
間

に
-
…

・三
九

〇
〇

万

ド

ゥ
カ

蒼

を
借

り
る

}」
と
が

で

き

た
L
と
述

べ
て
い
る
・
J

・
H

三

リ

オ

ッ
ト
、
藤

里

成
訳

『
ス
ペ
イ

ン
帝
国

の
興
亡

』
(岩

婆

臼店
、

一
九

八
二
年
)
二
八
八
頁
。
ち
な
み

に
、

ス
ペ
イ

ン
人
銀
行
家

の
貸
付

額

は
四
五

〇
万

ド

ゥ
カ

ー
ド
で

一
五

.
六
%

に
す
ぎ
な

い
。

(
2
)

諸

田

「
マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ
」

一
二
八
、

一
二
九
頁
。

(
3
)

臣

餌
げ
亘

§

p

ω
』

堕

フ

ッ
ガ

あ

帳
簿

で
は

ア

シ

エ
ン
ト
は

書

巨

¢
…

》
と
訳

さ
れ

て
い
る
。

た
と
え
ば
、

一
五

四
六
年

の

匹
鎚
ω

《
切
ロ
9

ユ
臼

=
9・
巳

冨
口
。q
α
①
=

①
①
8

0
U
呉

山
8
口
》

(
四
六

万
六
〇
〇
〇

ド

ゥ
空

ド

〔六
五

万

二
四
〇

〇
グ

ル
デ

ン
〕

の

ア
シ

エ
ン
ト
の
帳
簿
)
鵠
.

至

芭

g

。
N
§

馬

薦

鳴
§

魯

ミ

§

§

織
ぎ

ミ

。・
黛
;

芝

§

"
じd
。
」

・
の
』

・。
・
。。
①
刈
・

(
4
)

た
と

え
ば

・

五

一
九
年

か
ら
三

一
奪

ま

で
断
続

的

に
カ

ル

・
ス
の
宮
廷

に
滞
在

し
た
ポ

ー

フ
ン
ド

の
外

交
官

で
人
文
主

義
者

の
ダ

ン
テ

ィ
ス
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ク

ス

(U
き

蓼

o
器

」

0
9

雪

Φ
。。
<
o
ロ
)

は
た
び

た
び

フ

ッ
ガ

ー

の
代
理
商

か
ら
借
金
を

し

て
い
る
。
寓

.閑
Φ
一δ
口
σ
Φ
コ
N
冒
蟄

9

P

ω
.
一
刈
O
h

(
4

a
)

た
と
え
ば
、

一
五

五
三
年

に
は
三
七

五
〇

万

マ
ラ
ベ
デ

ィ

(約

一
〇
万

ド

ゥ
カ
ー
ド
)
分

の
銀

が

一
旦
支
払

わ
れ

た

の
ち

に
取
上
げ

ら
れ
・

一

五

五
七
年

に
は
四
三
万

ド

ゥ
カ

ー
ド
分

の
銀

に
よ
る
返
済
が
実
行

さ
れ

な
か

っ
た
。
嗣

閑
①
豪

コ
σ
窪

押
挿

鼻

P

じd
9

一
"
ψ

。。
心
P
。。
島

h

(
5
)

フ

ェ
リ

ペ
ニ
世

の
治
世

の
金

融
恐
慌

の
時
代

に
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

は

「
吸

血
鬼

の
よ
う

に
」
こ
の
保
証
国
債

の
取

引
を
行

っ
て
憎
ま

れ
た
と

い
わ

れ

て
い
る
。
フ

ッ
ガ
ー
は

こ
れ
を
要
求
し

な
か

っ
た

と
主
張

し

て
い
る
が
、

一
五
.一.六
年

と
三
七
年

の

一
〇
万

ド

ゥ
カ

:
ド
ず

つ
の
ア
シ

エ
ン
ト

に
は
保

証
国
債

の
約

定
が

つ
い

て
い
る
。

一
五
五
七
年

の
第

一
回
園
庫

の
支
払
停

止

の
際

に
、

フ

ッ
ガ

ー

へ
の
返
済

に
当

て
る

は
ず

の
.
.
口
の
銀

の
送

り
荷

(
五
ヒ
万

ド

ゥ
カ
ー
ド
と
も
七

〇
万

ド

ゥ
カ
ー

ド
と
も

い
わ
れ

る
)
を

フ

ェ
リ

ペ
.
.世
が

ア
ン
ト
ウ

ェ
ル
ペ
ン
で
没
収

し

て
、
五
室

の
必

要

の
た

め

に

転
用

し
た

}」
と

は
、

フ

ッ
ガ

あ

経
営

を
苦

し

く
し
た
。
内

・
謬

互

§

P

ψ

§

⊥

N
幽
麺

国
ぎ

§

「
αq
爵

恥
ミ

、篇
Nミ

奪

、
餐

島

α
N

Q∩
」
8

h

(
6
)

た
と

え
ば

、
フ

ッ
ガ

ー
は

エ
ポ
リ
公

や
グ

ラ

ン
ヴ

ェ
ル
の
財
産

を
管

理
し

た

こ
と
が
あ

り
、
ト

レ
ド
の
修
道
院
長

や

メ
デ

ィ
ナ

.
セ
リ
侯

に
貸

付

け
た

こ
と
も
あ

っ
た
。
ま

た
、

一
六
世
紀

半
ば
頃

に
南

ド
イ

ッ
か
ら

ス
ペ
イ

ン
宮
廷

へ
行
く
者

は
、
だ
れ

で
も
現
金
を

フ
ッ
ガ

i
家

の
信
用
状

に
換

え

て
持

っ
て
い

っ
た
と

い
う
。
国
・
寓
似
亘
Φ
が
鼻

鼻

O
.-
ω
」

潔
.

(
7
)

た
と
え
ば
、

一
五
五
五
年

四
月

に

フ

ッ
ガ

:
は

コ
ル
ド
バ

の
商
人

H

・
グ

チ

エ
レ
ス
に
約

・.↓六

〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
を
貸
付

け
た
が
・
こ

の
商

人
が

サ

ン
ト

.
ド
ミ

ン
ゴ

に
渡
航

し
た

の

で
、
翌
年

一
月

に
債
権

回
収

の
全
権

を

サ

ン
ト

・
ド
ミ

ン
ゴ

の
二
人

に
委

任
し

て
い
る
。

一
五
五
六
年

五
月

に
三
〇

〇

〇

ド

ゥ
カ
ー
ド
を
貸

付

け
た
F

.
ル

コ
が
死

ん
だ
時

に
は
、
債
権

の
回
収

を

プ

エ
ル
ト
リ

コ
島

の
総
督

に
依
頼

し

て

い
る
。
ま

た
・

一
五
五
七
年

二

月

に
約

=

五
〇

ド

ゥ
カ
ー
ド
を
貸
付

け
た
F

・
グ

リ

エ
ゴ

が
返
済
期

限
直

前

に
渡
米

し
よ
う
と

し
た
時

に
は
、
渡

米
を
阻
止

し
・
結
局

・
グ

リ

エ
ゴ

と
同
郷

の
友

人
が
代

っ
て
債
務

の
保
証
を
し

た
。
銀
行

が
破
産

し
た
例

と

し

て
は
、

一
五
五

.一年

三
月

の
リ
サ

ラ
サ

ス
銀
行

の
破
産

と

↓
五
五

四
年

一

一
月

の
ト

レ
ド

の
公
立
銀

行

の
破
産

が
あ

る
。

即

凶
亀

Φ
コ
げ
Φ
ロ
N

・
鼻

9

0
`
¢d
創
」

.
ω
'
ω
ω
。。
噛
。。
幽
一
・
恕
卜。
噛
逡
9

。。
α
O
繭

(
8
)

宮

廷

の
滞
在
地

や
大
市
都

市

に
は

「
銀
行

」
(
両
替
店

O
山
ヨ
玄
o
)
が

あ

っ
て
、
大
抵

の
取
引

は
宮
廷

で
活
動

し

て
い
た
王
室

銀
行
家
が
間

に
入

っ

て
行

わ
れ
た
。

一
五
三
〇

年
代

に

メ
デ

ィ
ナ

.
デ

ル

・
カ

ン
ポ

に
は
、
一〇
人
以
上

の
銀
行
家

(両
替
商

)

が

い
た
。

カ

ル

ロ
ス
の
晩
年

に
は

ロ
ド

リ

コ

.
デ

.
ド

ゥ
エ
ー

ニ
ャ
ス
と

シ
モ

ン

・
ル
イ

ス
が
有
名

。
フ

ッ
ガ

ー
は
デ

ィ

エ
ゴ

・
デ

・
ラ

・
ア
ヤ
、

ヘ
ル
ナ

ン
ド

・
デ

・
オ

コ
ア
・
フ
ァ
ン

.
オ

ル
テ
ガ
、
ル
イ

ス

.
デ

.
メ
デ

ィ
ナ
と

↓
緒

に
仕
事
を

す

る
こ
と
が
多

か

っ
た
。
ま

た
、

フ

ッ
ガ

ー
は
王
室

と
取
引

の
あ

っ
た
商
人

の
中

で
住
居

の
提

供
を

う
け
た
唯

一
の
商
人

で
あ

っ
た
。

国

民
①
一一①
コ
σ
Φ
口
N

.
黛

9

9

0d
自
.
摂

ω
・
ω
α
N

。。
O
。。
恥
凶
申
=
似
げ
δ
村
堕
9

鼻

9

ω
・
這
α
・

(
9
)

初
代

の

ハ
ラ
ー
は
最
初

は
自
分

一
人

で
、

の
ち

に
は

一
人

の
手

伝

い
を
使

っ
て
お
り
、

ホ

ェ
ル
ル
も

ス
ペ
イ

ン
人

の
弁
護

士
を
使

っ
て
い
た
。
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ヴ

ァ
ル
タ
ー

(
}
9

ω
け
≦

巴
普
雲
)
は

一
五

四
二
年

に
支

配
人

と
な

っ
て
模
範

的

に
勤
め

て
信

頼
を
得

て
い
た
が
、
彼

の
頃

に
は
帳
簿
係
、
出
納
係
、

書

記
各

一
人

と
数
人

の

ス
ペ
イ

ン
人

が
宮
廷
店

で
働

い

て
い
た
。
ラ
イ

イ

ン
ク
は

ウ

ル
ム
の
上
流
市
民

、
彼

の
母

は

ア

ン
ト
ー

ン
の
叔
母
、

つ
ま

り

ア

ン
ト
ー

ン
と
従

弟
・
ホ

ェ
ル
ル
は
南

テ

ィ

ロ
ー

ル
の
出
身
、
リ

ス
ボ

ン
で
経

験
を
積

み
、
ネ

ー
デ

ル
ラ

ン
ト
で
も
働

い
た
。
ヴ

ァ
イ

ラ
ー
は

ミ

ュ
ン

ヘ

ン
の
都
市
貴

族
・
ク

ル

ツ
は
リ

ン
ダ

ウ
の
出

身
、
カ
ボ

ー
ト
の
大
航

海

(
一
五
二
五
年
)
の
頃

か
ら

セ
ヴ

ィ
ー
リ

ャ
で
働

き
、

ユ
カ
タ

ン
半
島

へ
渡

っ

た

こ
と
も
あ

っ
た
。
シ

ュ
テ

ッ
ヒ

ャ
ー
も

セ
ビ

ー
リ

ャ
で
経
験

を
積

ん
だ
。
ホ

ェ
ル

マ
ン
は

一
四
歳

で

ア

ン
ト
ウ

ェ
ル
ペ

ン
店

に
入

り
、
イ
ギ
リ

ス

へ

も
渡

り
・

レ
[
ヴ

ェ
ン
大
学

で
学

ん
で

ス
ペ
イ

ン

へ
渡

っ
た
。
α

・
フ

ッ
ガ

慮

ア
ン
ト

↓

の
星

ブ
イ

ム

ン
ト

の
三
男
、

つ
ま

り
甥

に
当

る
。
ネ

ー

デ
ル
ラ

ン
ト
で
修
業

し
た

の
ち

ス
ペ
イ

ン
で
働

い
た
。
ヴ

ァ
ル
字

は
ボ
L

ア
ン
湖
地
方

の
出
身
、
祖

父

は
皇
帝

の
顧
問
官
、
弟

は
皇
弟

フ

ェ
ル
デ

ィ

ナ

ン
ド

に
仕

え

た
。

一
五

三

七

年

か

ら

セ

ビ

ー

リ

ャ
店

で
働

き

、

の
ち

宮

廷

店

を

委

さ

れ

た

。

即

国
Φ
幕

ロ
σ
Φ
コ
N
鳩
鶏

顕

P

しd
O
」

嘘
ω
」

①
。。
⊥

課

.桝
胃

=
ぎ

百

獅
篇
』

、
9

Q。
」

卜。
①
1
刈
,

三

王
室
に
対
す
る
貸
付
の
事
例

ス
ペ
イ

ン
王

で
ド

イ

ツ
皇

帝

と
な

っ
た

カ

ー

ル
五
世

は
西
欧

カ

ト
リ

ッ
ク
世

界

の
守

護
者

を

も

っ
て
任

じ
、

カ

ト
リ

ッ
ク

ー

ハ
フ
ス
ブ

ル
ク

の
秩

序

を
維
持

す

る
た

め

に

フ
ラ

ン
ス
王

と
戦

い
、

北

ア

フ
リ
カ
遠

征

を
強

行

し
、

オ

ス

マ
ン

・
ト

ル

コ
を

迎

え
撃

ち
、

ド
イ

ッ
の

新
教

徒

と
争

っ
た
。

こ
れ
ら

の
戦
争

の
連
続

が
戦
費

調

達

の
た
め

に
外
国

人
銀

行

家

か

ら

の
借

入

を
増

大

さ

せ
、

ス
ペ
イ

ン
王

室
財

政

の

破
綻

を

招

い
た

こ
と

は
よ

く
知

ら
れ

て

臥
観
・

R

・
干

レ

ン
ベ

ル
ク

は

コ

五

三
六
年

、

四

、
琵

、

四
七
年

、

五

二
年

は

カ

ル

五
世

に
と

っ
て
・
借
入
金

が
驚

し
て
霧

過
重

に
陥

る
道
程

の
階
段

で
あ

っ
た
L
と
述

べ
て
い
震

、

い
ず
れ
も
大
規
模
な
遠
征

や
撃

が

行

わ
れ

た
年

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
王

室

の
財

政
破

綻

に
対

し

て

ア

ン
ト

ー

ン

・
フ

ッ
ガ

ー
は
、
事

業

の
清

算

を
図

っ
た
直

後

の
数

年

間

を

除

い

て

ほ
と

ん

ど
毎

年

の

よ
う

に
、

カ

ー

ル
か

ら

の
借

入

の
要

請

に
応

え

て

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で
援

助

を

続

け

た
。

フ

ッ
ガ

ー
が

　
ヨ

　

行

っ
た
貸

付

に

つ
い

て
は
、

カ

ラ

ン
デ

の
研

究

に
も

と
つ

い

て
ケ

レ

ン
ベ

ン

ツ
が
年

を

追

っ
て
詳

細

に
述

べ
て
い

る
。

以
下

で
は
紙
数

の

関
係

も

あ

り
、

そ

の
中

か
ら

エ
ー

レ

ン
ベ

ル
ク

が
述

べ
て

い
る
財

政

破
綻

へ
の
里

程
標

と

も

い
う

べ
き

四

つ
の
年

を
選

ん

で
、

ス
ペ
イ

ン
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王
室

に
対
す

る

フ

ッ
ガ

ー

の
貸
付

の

一
端

を

明

ら
か

に
し
よ

う
。

-

嗣
五
三
六

年

前
年

の
北

ア

フ
リ
カ
遠
征

(
五

三
葦

七
月

ラ

・
ゴ

レ

ッ
タ
要
塞
攻
略
、
チ

ニ

ス
占
領
)
か

ら
イ

タ

リ

ア

へ
帰

り
・

こ

の
年

四
月

に
初

め

て

ロ
↓

へ
入

っ
た

カ

ー

ル
は
、

カ

ン
ブ

レ
の
和

議

(
五

二
九
年
)
を

破
棄

し

て
ト

リ

ノ

へ
侵

入

し

た

フ
ラ

ン
ス
王

に
対

抗

し

て
、
夏

に
は

ア

ス
テ

ィ
か

ら

プ

ロ
ヴ

ァ
ン
ス

へ
五
万

の
軍

を
進

め

た
。

し
か

し
、

プ

ロ
ヴ

ァ
ン

ス
遠
征

で
は
か

え

っ
て

フ
ラ

ン

ス
軍

に
敗

れ
、

一
二
月

に

ス

ペ
イ

ン

へ
帰

っ
た
。

カ

ー

ル
に
と

っ
て
イ

タ

リ

ア
と

南

フ
ラ

ン
ス
で
過

ご

し

た

一
年

で
あ

つ
(旭
。

(5
)
カ

ル

が

イ

タ

リ

ア
か

.わ
特

使

に
託

し

て

ス
ペ
イ

ン
の
王

妃

に
送

っ
た
五

旦

合

付

の
手
紙

が

当

時

の
財

政

状

態

を
知

ら

せ

て
い

る
。
ー

パ

ン
プ

ロ
ー
ナ
、

フ

エ
ン
テ

}フ
ビ

ア
、

サ

ン

・
セ
バ

ス
チ

ア

ン
の
守

り
を
固

あ

、

フ
ラ

ン
ス
に
向

け

て

ペ
ル
ピ

ニ
ャ
ン
に
集

結

中

の
軍

隊

に
給
料

を
支
払

う

た
め

に
多
額

の
貨

幣

が

必
要

で
、

そ

の
た
め

に
は

ど
う
し

て
も

フ

ッ
ガ

ー
と
ヴ

ェ
ル
ザ

ー
に
助

力

を
仰

が

ね

ロ

ア
ル

マ
ダ

は
な

.b
な

い
。

そ

の
ほ
か

誉

づ
に
、
艦

隊

を
整

備

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

四
〇

万

ド

ゥ
空

ド
を

バ

ル
セ

・
ナ
か
ら

ガ

レ
酪

で
イ

タ

リ

ア

へ
送

る

よ
う

に
。

ま

た
、

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
請
負

額

も
引

き
上

げ

が
望

ま
れ

る
。

…

…

フ

ッ
ガ

ー
と

ヴ

ェ
ル
ザ

ー

に
は

さ
ら

に

二

〇

万

ド

ゥ
カ

ー
ド

の
手

形

を
要

求

し

た
。

そ

の
返
済

は

ペ
ル

ー
の
金

に

よ

っ
て
支

払

わ
れ

る

こ
と

に
な

ろ
う
。

こ
れ
よ

り
前

の
四
月

に

フ

ッ
ガ

ー

の
代

理
商

ミ

ュ
ー

リ

ッ
ヒ
は
、
皇

帝

が
滞
在

巾

の

ロ
ー

マ
で

一
〇

万
金

ド

ゥ
カ

ー
ド

の

ア
シ

エ
ン
ト

を
結

ん

で
い

る
。

利

子

は

西

%

で
、

}、
れ

は
当

時

の
通

常

の
利

率

で
あ

っ
た
。

そ

の
ほ
か
返
済

の
保

証

と
し

て

フ

ッ
ガ

ー
は
餐

、梶

と

カ

ス
テ

ィ
ー

リ
ヤ

の
地

代

に
よ

っ
て
償

還

さ

れ

る
国

債

二
九

四
万
七

、
三

二

一
マ
ラ
ベ
デ

ィ

(約
七
八
五
九
ド
ゥ

カ
ー
ド
)
分

の
特
許

状

を
獲

得

し

た
。

一
〇

万

ド

ゥ
カ

ー
ド

の
貸

付
金

は
五
月

と

六
月

に
半
額

ず

つ
ト

リ

エ
ン
ト
と

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

で
引

き
渡

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ

て
い
た

が
、
結

局

、

憂

に
支

払

わ

れ
、

五
月

二

二
日

に

ト

リ

エ
ン
ト

で
皇

帝

の
厩
長

が
領

収

証
を

出

し

て
い
る
・

こ
の
貸

付

は
恐

ら

く

ロ

の

フ

ロ
ヴ

ァ
ン
ス
遠
征

の
軍
費

に
当

て
ら

れ

た
と

思

わ
れ

る
。

先

の
手
紙
か

り

ぶ

月
後

の
六
月

天

日
、
皇
帝

は
再
度

ス
ペ
イ

ン
の
王
妃

に
手
紙
を
送

っ
て
、
交
渉
中

の

三

〇
万

ド

ゥ
カ
ー
ド
の
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ア
シ

エ
ン
ト
を
早
く
結
ぶ
よ
う

に
督
促
し
て
境

・
t

こ
の
ア
シ

エ
ン
あ

締
結
を
成
功

さ
せ
る
た
め

に
は
、
王
室
が
利
用

で
き
る
す

べ
て

[
の
収

入
]

を
譲

渡

し
、

質

入

れ
し

て
、

一
刻

も

早

く
貨

幣

を
送

る
よ
う

に
、

さ
も

な

け

れ
ば
皇

帝

の

「
臣
下

も

諸
国

も
名

誉
も

」

大

き

な
危

険

に
陥

る

こ
と

に
な

ろ
う
。

も

三

度

δ

万

ド

ゥ
空

ド
を

バ

ル
セ

・
ナ
か

.b
ガ

レ
ー
船

で
送

る
よ

・つ
に
。

も

っ
と

用
立

て

る

こ
と

が

で
き

れ

ば

、

セ

ビ

ー

リ

ャ

で
鋳

造

さ

れ

た

ク

ロ
ー

ネ

貨

を

あ

り

っ
た

け

一
緒

に
送

る

よ

う

に
。

九

月

一
日

に

オ

ル

テ

ン
ブ

ル

ク

伯

は

ア

ウ

ク

ス
ブ

ル

ク

の

フ

ッ
ガ

ー

邸

に
足

を

運

ん

で
、

よ

う

や

く

七

万

ド

ゥ
カ

ー

ド

の

ア

シ

エ

ン
ト

の
成

約

に

こ
ぎ

つ
け

た
・

こ
れ

は

ド
イ

ッ
人

傭
丘
ハ
に
支

払

う
給

料

に
当

て
る
た
め

の
金
額

で
、

九
月

。
冗

日

に
皇

帝

が
批
准

し

て

い
る
。

フ

ッ
ガ

ー

は
利

子

西

%

の
ほ
か
保

証

国
鐘

七
七

万

四
〇

〇

〇

マ
ラ

ベ

デ

ィ

(約

四
、
七
.、.○
ド
ゥ
空

ド
)
の
特

権

を
獲

得

し
た
。
返

済

は
翌

年

の
ヴ

ィ
リ

ャ

。
ン
の
大

市

で
。

オ

ル
テ

ン
ブ

ル
ク
伯

は
九
月

吾

に
さ

り
に
九
万

ド

ゥ
カ

養

の

ア
シ

エ
ン
ト
を
結

ん
だ
。
A
コ
度

は
イ

タ

リ

ア

で
傭
兵

を

募
集

す

る
た
め

の
資
金

で
あ

る
。

し

か

し
、
時

す

で
に
遅

く
皇

帝
軍

は
プ

ロ
ヴ

ァ
ン

ス
で

フ
ラ

ン
ス
軍

に
敗

れ

て

い
た

の

で
、
募

集

し

た
傭
兵

は
戦

う

こ
と

な

く
帰

郷

し

た
。

一
五

三
六
年

に
は
も

う

一
度
六

〇

万

ド

ゥ
カ

碁

の

ア

シ

エ
ン
ト
が

ナ

ポ
リ

で
結

ば

れ

て

い
る
。

}」
の
借

入
金

の

蔀

は

ス
ペ
イ

ン
の

収

入

で
返

済

さ
れ

る

こ
と

に
し

て
、

そ
れ

に
当

て
る

た
め

に

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ
請

負
契

約

が
九

旦

六

日

に
ヴ

ァ
リ

ャ
ド
リ

ッ
ド

で
結

ば

れ

た
・

フ

ッ
ガ

あ

代
理

商

は

K

・
ヴ

ァ
イ

7

、

ス
ペ
イ

ン
側

か

ら

は
王

妃

や
枢
機

卿

が
出

席

し

た
。

前
年

二
月

に
借

入

れ

た
⊥
ハ
○

万

ド

ゥ
カ

ー

ド
と

一
緒

に
騎

士

修

道
会

領

か

ら

の
地

代

で
返

済

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

わ
け

で
、

一
五

三
八

年

か

ら

四
二
年

ま

で

の
五
年

間

　
ア
　

フ

ッ
ガ

ー
が
地

代

の
徴

収

を
請

負

う

こ
と

が
決

定

し

た
。

2

一
五
四
二
年

前
年

の

五

四

一
年
七
月
末

に
閉
会
し
た

レ
歩

ン
ス
ブ

ル
ク

の
帝
国
議
会

で
新

旧
両
宗
派
間

の
調
停

に
失
敗

し
・
周
囲

の
進
言
を
拒
け

三

〇
月

に
強
行
し
た

ア
ル
ジ

ェ
遠
征

に
敗
れ
た
カ
ん

は
、
八
〇
〇
〇
余

の
将
兵

と
二
〇
〇
隻
余

の
大
艦
隊

を
失

っ
て

三

月
初
め

に
ス
ペ
イ

ン
へ
帰

っ
た
。
明
け
て
四
二
年

の
夏

フ
ラ
ン
ス
国
王
は
カ
ル

に
対
し

乙

日
載

を
布
止
ロ
し
た
。
戦
闘

は
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二
年

聞

に
わ

た

っ
て

フ
ラ

ン
ス
東

部
国

境

の

ル
ク

セ

ン
ブ

ル
ク
、
南

部

国
境

の

ペ
ル
ピ

ニ
ャ

ン
、

ブ

ル
ゴ

ー

ニ

ュ
南

部

の
デ

ュ
ー

レ

ン
・

サ
ヴ

ォ

ア
公
国

の

二
i

ス
、

シ

ャ

ン
パ
ー

ニ

ュ
地

方

の

サ

ン

・
デ

ィ
ジ

ェ
で
交

さ

れ
た

が
、
結

局

、

カ

ー

ル

の
姉
妹

の
仲
介

で
四

四
年

九

月

の

「
ク

レ
ピ

ィ
の
和

」

で
終

結

し
(網

さ

て
、

ス

ペ
イ

ン

へ
帰

っ
た

カ

ん

は

マ
ド
リ

ッ
ド

へ
着

く
と

早
速

ク

リ

ス
ト

フ

・
フ

ッ
ガ

主

借
入

の
⊥父
渉

を
始

め
(妃
・

四

二
隻

旦

二

日

に

ア
シ

エ
ン
ト
が
結

ば

れ
、

五

万

ド

ゥ
空

ド
は

フ
ラ

ン
ド

ル

で
、

δ

万

エ
ス
字

ド

は
ド

イ

ツ
と

イ

タ

リ

ア
で
半

額

ず

つ

支

払

わ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

三

日
後

の

一
月

一
五

日

に

フ

ッ
ガ

ー
は

マ
ド

リ

ッ
ド

で
支

払
を

約
束

し
た

証
書

を
渡

し
・

カ

ー

ル
の
秘
書

が
受

領

証

を
出

し

て

い
る
。

五
万

ド

ゥ
カ

ー
ド

は
三
月

二

日

に
ブ

リ

ュ
ッ
セ

ル

で
、
五

.カ

ェ
ス
ク

ー
ド
は

三
月
末

に
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
で
・
最

後

の
五

万

ク

ロ
!
ネ

は
七
月

に
支
払

わ
れ

た
。
利

子

は

=

二
%

と
定

め

ら

れ

た
が
、

そ

の
ほ
か

に

フ

ッ
ガ

ー

に
手
数

料

と

し

て
九

・

五
〇

〇

ド

ゥ
カ

ー

ド
を
払

う

こ
と

に
な

っ
た
。

借

入
金

は
イ

タ

リ

ア
と

ド
イ

ッ
で
支

払

わ
れ

る
が
、

そ

の
返

済

に
は

ス
ペ
イ

ン
の
収

入

を
当

て

る

こ
と

に
な

っ
て
い
た
か

ら

で
あ

る
。

カ

ー

ル
は

ト

ル

デ

シ
リ

ャ

ス

へ
寄

っ
て
母

(狂
女

フ
ア
ナ
)
を

見
舞

っ
た

の
ち

ヴ

ァ
リ

ャ
ド
リ

ッ
ド

へ
向

か

っ
た

が
・
四
月

初

め

に
ヴ

ァ

リ

ャ
ド
リ

ッ
ド

で

一
〇
万

エ
ス
ク

ー
ド

の
新
規

の

ア
シ

エ
ン
ト
が
結

ば

れ
た

。
半

額

は

三
〇

日
以

内

に
、
残

り

の
半

額

は

そ
れ

か
ら

二
〇

日
以
内

に
イ

タ

リ

ア

(
ナ
ポ
リ
、
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
、
、三
フ
ノ
)
で
支

払

わ

れ

る

こ
と

に
な

っ
て

い
た
。
前

回
と

同
様

に

フ

ッ
ガ

ー

は
支

払

を
約
束

し

た
証
書

を

渡

し
、

カ

ー

ル
の
秘
書

が

そ

の
受
領

証

を
出

し

て
い
る
。
手

数

料

は
九

、

○
O

O

ド

ゥ
カ

ー
ド
、
返
済

に
当

て
る
収
入

と

し

セ

ル

ビ

シ

オ

て
次

年

度

と

二
年

先

の
カ

ス
テ

ィ
ー
リ

ャ

の
特

別

上
納

金

が
指
図

さ
れ

て
い
た
。

こ
れ

と
同
時

に
、
期

限

内

に

フ

ッ
ガ

ー

に
返
済

さ
れ
な

か

っ
た
以
前

の
三

通

の

ア
シ

エ
ン
ト
七

万

ド

ゥ
カ

ー
ド
余

に

つ
い

て
も

計
算

し
な

お

し

て
、

二
年

先

の
セ

ル
ビ

シ
オ
か

ら
支
払

わ
れ

る
旨

の
命

令

が
出

さ

れ

た
。

こ

の
年

に
は

さ
ら

に
五

月

四

日

に
ヴ

ァ
リ

ャ
ド

リ

ッ
ド

で
八

万

ド

ゥ
カ

ー

ド

の
借

入

が
取
決

め

ら

れ
、

八
月

に
は

ア
ウ

ク

ス
ブ

ル
ク

で
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ア

ン
ト

ー

ン
と

の
間

で
二
万

九
、

六

〇
〇

グ

ル
デ

ン
の

ア

シ

エ
ン
ト
が
結

ば

れ

て
い
る
。

フ
ラ

ン

ス
国

王

と

の
戦

争

の
た
め

に

ス
ペ
イ

ン

へ
派

遣

さ

れ

る
歩

兵

と
、

ミ

ラ

ノ
と

フ
ラ

ン
ド

ル

に
い
る
皇

帝

の
軍

隊

に
対

す

る
支
払

い
に
当

て
る
た
め

で
あ

っ
た
。

こ

の
ア

シ

エ
ン
ト

　
り

　

に
も

と
つ

い

て
二
万

二
、

二
〇
〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
が

八
月

と

九
月

に

ア

ゥ
ク

ス
ブ

ル
ク

で
支

払

わ
れ

た
。

こ

の
年

の
例

が
示

す

よ

う

に
、
フ

ッ
ギ

と
王

室

と

の
間

の

ア
シ

エ

ン
ト
は

ス
ペ
イ

ン
の
各

都
市

ば

か

り

で
な
く

、
ネ

L

ア
を

フ
ン
ト
、

イ

タ

リ

ア
・

ド
イ

ツ
で
も
結

ば

れ
・

借

入
金

の
支

払

地

も

ネ

ー

デ

ル

ラ

ン
ト
か

ら

イ

タ
リ

ア
ま

で
広

く
拡
散

し

て

い
た
。

こ
の
よ
う

に
時

と

所

を
選

ば

な

い
・

し
か

も

多
額

の
王

室

の
資

金

需
要

に
応

え

る

こ
と

が

で
き
た

の
は
、

フ

ッ
ガ

あ

よ
・つ
に
全

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

に
広

く
営

業

網

を
張

り
め

ぐ

ら
し

た
国

際
的

金
融

業

者

に
し

て
は
じ
あ

て
可

能

で
あ

っ
た
。

し

か
し
、

そ

の

フ

ッ
ギ

に

つ
い

て
も

、
貸

付

の
状

態

を
年

を
追

っ
て
詳

細

に
述

べ
て

い
る

ケ

レ

ン
ベ

ン

ツ
は
、

ヲ

シ

エ
ン
ト

に

つ
い

て
明

確

な

一
覧
を

示

す

」
と

は
ま

す

ま
す
困

難

に
な

.

て
い
る
・
と

い
う
の
は
・
新
し

い
借
入
が
古

い
返
済
霧

と
合
体
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
L
と
述

べ
て
凌

.
要
す
る
に
、
点

債
権

を

回
収
す
る
た
め

に
新
た

に
貸
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

.
た

の
で
あ
り
、
王
室

に
対
す

る
貸
付
が

い
わ
ば
自
転
車
操
業

の
状
態

に
な

ろ

う
と
し

て
い
た

の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

で
・

五

三
八

年

か

ら

フ

ッ
ギ

が
請

負

っ
て
い
た

マ

エ
ス
ト
ラ

ス
ゴ

は

四
二
年

末

で
終

る

}」
と

に
な

っ
て

い
た

の

で
、

四
二

年
秋

に
は
次

の
請
負
人
を
決

め
る
入
札
が
行
わ
れ
た
。
財
政
難

に
苦
し
む
王
室
は
請
負
額
を
値
上
げ
し
て
フ

ッ
ガ

ー
に
請
負

っ
て
も
ら
う

こ
と
を
望

み
、
騎
士
修
道
会
も
そ
れ

に
賛
成
し

て
入
札
期
限
を
延
長

し
た
。

し
か
し
、
結
果

は
最
高
値
を

つ
け
た
ヴ

ァ
リ
ャ
ド
リ

ッ
ド
の

う

ま

み

商

人

ペ
ド

。

.
ゴ

ン
サ

レ
ス

・
デ

・
レ
オ

ン
が
落

札

し

て
請
負

人

に
な

っ
た
。

マ
エ
ス
L

フ
ス
。コ
の
請
負

い
と

い
.つ
旨

味

の
あ

る
仕

事

を

夘
,風
ん

の
手

か

ら
取

戻

そ
う

と
す

る

ス
ペ
イ

ン
人

の
勢
力

が
ゴ

ン
サ

レ

ス
の
背
後

に

い
た

の

で
は
な

い
か
、

と

ケ

レ
ン
ベ

ン

ツ
は
推

測

し

て

い
る
。

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

に
滞

在
中

に

こ

の
結

果

を
聞

い
た

フ
ー
ゴ

・
ア

ン
ジ

ェ
ロ
は
、

皇
帝

の
秘

書

に
宛

て
た
手

紙

の
中

で
、

フ

ッ

ガ

ー
が
請
負

い
か

ら

は
ず

れ

た

こ
と

で
、

今

後
皇

帝

が

ド

イ

ッ
で
負

債

を
返
却

し
、
砲

弾

と
火

薬

を
調
達

す

る

こ
と

が
ど

れ

ほ
ど
困

難

に
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な

る

だ

ろ

う

か
、

と

危

惧

の
念

を

表

明

し

て

い
(罷

。

(
1
)

諸

田
實

隔
ス
ペ
イ

ン
王
室

の
銀
行
家

」

(
『
商
経

論
叢
』

一
.九

ー

一
)
三
六
-

四

一
頁
を
参

照
。

(
2

)

即

望

§

9

「
。q
蚕

鼻

。
`
切
g

N

の
」

お

・

(
3

)

=

.
閑

①
=
Φ
ロ
げ
Φ
コ
N

鼻

鼻

o
二

bロ
臼

ド

QQ
昌
①
刈
ー
一
憎
楠
・

(
4
)

一
五
三
六
年

か
ら

四
.
.年
ま

で
の
間
は

フ

ッ
ガ

ー
の

ス
ペ
イ

ン
王

室

に
対
す

る
貸

付

が
最
高

に
達

し
た
時

期

で
あ

っ
た
。
閏

・
閑
巴

。
コ
σ
Φ
コ
N
嘗
。

り

h
「
Φ
日

鳥
Φ
瓢

国

鋤
¢
廟①
篇
仲
Φ

鋤
信
ε

Φ
円
冒

①
『
一
ω
。
7
g

欝

董

口
。。
①
;

。
ヨ

一
9

』
餌
ご
誉

§

9

「
3

尻

N
信
ヨ

国
鼠

Φ

9

。・

一
①
.
}
魯

3

§

α
Φ
騎

」

『

9

「
。自
.
(
鵠
αq
・)
咽

ぎ

ミ

.
爵

ミ

鳴
§

ミ

織
鳴
、
き
鳴
註
・
。
壽
鳴
蕊
ミ

§

・・ミ

空

ル
五
世

の
行

動

に

つ
い
て
は
、
江
村

洋

『
カ

ル

五
崖

(東
京
書
籍

・

一
九
九

二
年

)

を
参

照
。

(
5
)

=
鼠

Φ
=
2

σ
§

蚕

顕

P

bd
α
ト

。・
.
刈
μ

b」
9

N

。。
』

〉

コ
ヨ
」

偉

(
6

)

即

図

巴

①
呂

魯

N
、

鼻

黛

9

℃
ロロ
α
」

、
ω
為

①
・

(
7
)

蕾

「
フ

ッ
ガ

豪

に
よ

る
騎
士

修
道
会
領

の
地
代
請

負

い

(
「
マ
エ
ス
ト
ラ

ス
ご

)
」

(
『
商

経
論
菱

三
〇
⊥

)

西

三
頁
・

な
お
・

こ

の

前
年
、

五

三

五
年

八
月

に
ペ
ド

ロ

.
デ

.
メ

ン
ド
↓

が

り
す

デ

・
ラ

・
プ

ラ
タ
地
域

の
征

服

と
植

民
を
目
指

し

て
出
航
し
・
現
地

に
ブ

エ
ノ

ス

ア
イ

レ
ス
を
建
設
し

た
。

フ

ッ
ガ

ー
も
、

他

の
南

ド
イ

ッ
人

商
人
と

一
緒

に
、

こ
の
航
海

に
出

資

し
た

と
思

わ
れ

る
。

し

か
し
、

こ
の
出
資
と

フ

ッ

ガ

ー
の

ス
ペ
イ

ン
宮
廷
店

の
活
動

と

の
関
係

は
よ
く

わ
か
ら
な

い
。

(
8
)

カ

ー

ル
五

世

の
姉

エ
レ

オ

イ

レ

は

フ
一フ
ン

ス
王

フ

ラ

ン

ソ

2

世

の
王

妃

、

ま

た
、

妹

マ
リ

ア
は

ネ

ー

デ

ル

ラ

ン
ト
総

督

で
あ

っ
た
・

(
9
)

ク
リ

ス
ト

フ

.
フ

ッ
ガ

⊥

一
五

d

ー
七

九
年
)

は
当
主

ア

ζ

↓

の
兄

ラ
イ

ム

ン
ト

の
息

子
、

つ
ま

り
甥

に
当

る
・

一
五

三
六
年

か
ら

ネ

ー
デ

ル
ラ
ン
ト
で
修
業

を
積

み
、
三
八
年

に

フ

ッ
ガ

ー
会
社

の
社

員
と

な

っ
た
。

三
九
年

か

ら
四

四
年
ま

で
ス

ペ
イ

ン
で
活
動
し

た
。

(
01
)

グ

ル
デ

ン
と

ド

ゥ
空

ド

の
間

の

レ
ー

は
饗

七
グ

ル
デ

ン
蓋

ド

ゥ
や

ド

で
あ

っ
た

が
、

こ
の

ア
シ

エ
ン

ト

で
昼

グ

ル
デ

ン
が
六

〇

ク

ロ

イ

ツ

ァ

ー

、

一

ド

ゥ

カ

ー

ド

が

八

〇

ク

ロ

イ

ツ

ァ

ー

(
八

四

ク

ロ

イ

ツ

ァ

ー

で

は

な

く

)

と

ド

ゥ

カ

ー

ド

が

割

安

に

定

め

ら

れ

て

い

た

。

(
11

)

笛

・
閑
①
=
①
コ
σ
Φ
コ
N
唖
鼻

鼻

O
こ

bd
α
・
一
・
Qつ
■
◎◎
一
.

(
21
)

震

Φ
=
Φ
口
σ
Φ
ロ
N
・
舞

P

。。
α
ト

ω
・
・.
曽

」
の
時

の

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ
請
負

い
入
札

の
経

緯

に

つ
い
て
は
、
蕾

・
前
掲

稿
・

西

三
⊥

四

四
頁
。

3

一
五

四
七
年

こ

の
年

は

ミ

ュ
ー

ル

ベ

ル
ク

の
会
戦

で
新

教

徒

側

の
ザ

ク

セ

ン
選
帝

侯

の
軍

隊

に
皇
帝

軍
が
大

勝

し

て
・

シ

ュ
マ
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ル
カ

ル
デ

ン
戦
争

が
決

着

し

た
年

で
あ

る
。

こ
の
当

時

、

ス

ペ
イ

ン
の
国

庫

が
極

度

に
苦

し
か

っ
た

こ
と

は
、

前
年

一
月

の

ロ
ス

.
コ
ボ

か
ね

ス
の
次

の
手
紙

か

ら

明

ら
か

で
競

。

1

国

内

の
収

入

も

ア

メ
リ
カ

か
ら

の
分

も
、

使

え

る
金

は
す

べ

て
白
王
帝

が
使

っ
て
し

ま

っ
た
。

五

四
七
年

〔翌
年
〕

の
分
ま

で
収
入

は
使

い
き

っ
た
。

四
七
年

再

か

り
四
八
年
末

ま
で

〔
の
二
年
間
〕
新
套

収
入

は
ほ
と
ん
ど
見

込
め
な
い
・

フ
ラ

ン
ス
軍
が
攻
め

こ
ん

で
き
た
ら
、
城
塞
や
港
を
守

る
た
め

に
、
陸
軍
や
ド
ー

ア
の
船
団
を
装
備
す

る
た
め

に
、

一
レ

か
ね

ア

ル
も
使

う
金

が
な

い
。

フ

ッ
ガ

ー
家

の
当

主

ア

ン
ト

↓

は

前

年

の
四
月

に
ド

ー

ナ

ウ
ヴ

ェ
ル
ト

の

フ

ッ
ガ

廊

で
皇

帝

カ

ル

と
会

談

し

た
。

}」
の
会
談

で
・

フ
ラ

ン
ス
や

ト

ル

コ
と
戦

つ
よ
り

も

ま
ず

ド

イ

ッ
の
新

教

徒

と
戦

う
と

い
・つ
カ

ん

の
本

、心
を
知

っ
た

ア
ン
ト

ー

ン
は
、

ア
ウ
ク

ス

ブ

ル
ク
市

が
新
教

徒

側

の

シ

ュ
マ
ル
カ

ル
デ

ン
同

盟

に
入

っ
た
た

め

に
会

社

の
中

枢

を

テ

ィ

ロ
ー

ル

の

シ

ュ
マ

ツ

へ
移

す

と

と
も

に
、

戦

争

の
回
避

に
向

け

て
新

旧

双
方

へ
の
援

助

を
控

え

よ
・つ
と
考

え

て

い
た
。

し

か

し
、
新

教

徒
側

と
武

力

で
対

決

す

る
決

意

を

固
め

た
白
主

帝

は

ス

ペ
イ

ン
・
フ
ラ

ン
ド

ル
、
イ
タ

リ

ァ
で
戦

費

の
調

達

に
全

力

を
あ

げ
、
結

局

、
七

月
初

あ
ま

で
に
五

三
万
グ

ル
デ

ン

(約
.二
八
万
ド
ゥ

カ
ー
ド
)
を

フ

ッ
ガ

ー
か

ら
借
入

れ

た
。

四
七
年

の
年
初

を

ア
ゥ
ク

ス
ブ

ル
ク
近

郊

の

シ

ュ
・・ー

ヘ
ン
で
迎

え

た

ア
ン
ト

↓

は

ア
ウ

ク

ス
。フ
ル
ク
市

と

皇
帝

と

の
和

解
を

斡
旋

す

る
た

め

に
ネ

ッ
カ

ー
河
畔

へ
騎
行

し
、

エ
ス
リ

ン
ゲ

ン
で

ア

ル
バ
公

と
、

了

ル
バ

ッ
ハ
で
グ

フ
ン
ビ

ル
と
会

い
、

ハ
イ

ル
。フ

ロ
ー

ン

で
皇

帝

に
謁

見

す

る

こ
と

が

で
き

た
。

耳

二
吾

に
ウ

ル

ム

へ
着

い
た
皇

帝

は

こ

▼し
で

ア

ン
ト
↓

と
会
談

し

た

が
、

フ

ッ
ガ

ー
は

二

日
後

の
二
七

日

に

三

万

二
、

四
七

七

グ

ル
デ

ン

(約
八
万
七
、
五
・
・
ド
ゥ
空

ド
)
の

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

び
、
誉

り
に
、

二
旦

吾

に

は
同

じ

ウ

ル
ム

で
二
万

エ
ス
ク
昌

(約
二
万
七
、
○
○
○
グ

ル
デ

ン
)
を
貸

付

け

て
い
る
。
三
月

初

め

に
は
ヴ

ェ
ル
ザ

も

δ

万

グ

ル
デ

　
　
　

ン
の
貸

付

を
約
束

し

た
。

三
月

ま

で

ニ

ュ
ル

ン
ベ

ル
ク

に
滞

在

し

た
皇

帝

は
三

月
末

に
北

へ
旅
立

ち
、
四
月

二

四

日

エ
ル
ベ
河

畔

の
、、、
ユ
ー

ル
ベ

ル
ク

(
マ
イ
セ
ン
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表1フ ッガー の坐 帝側 への貸付 く1546年5月 か ら1547年5月 まで)

日 付

1546年

5/6月

1546年

7月 未

1546年

10月11日

1546年

11月

1547年

1月27日

〃

1547年

5月16日

1546年

7月2日

1547年

3月29日

1546年

7月15日

1546年

9月

取 引 の 形 態

為替 手 形,ス ペ イ ンか ら ドイ

ツ へ

為 替 手形,ス ペ イ ンか らジ ェ

ノヴァへ

為 替手 形,ド イ ッか らナポ リ

へ

貸付(寄 託),ア ン トウェルペ

ンで

貸付,同 様の金融取 引で

不 明

為替 手形,ネ ーデ ル ラ ン ト宛

て

貸 付,ウ イ ー ン,ニ ュ ル ン ベ

ル ク お よ び レ ー ゲ ン ス ブ ル ク

で

貸 付,ウ ィ ー ン と ニ ュ ル ン ベ

ル ク で

貸 付,シ ュ ワ ー ツ で

短 期 貸 付(ソ コ ロ)

受 領 者

皇 帝

皇 帝

皇 帝

皇 帝 に 代 っ て ド

ウ ッチ

ネー デ ル ラ ン ト宮

廷

皇 帝

皇 帝

フ ェル デ ィナ ン ド

国王

フ ェル デ ィナ ン ド

国王

イ ンス ブ ル ッ ク政

府

スペイ ン政府

金 額

15万 ド ゥ カ ー ド

15万 ク ロ ー ネ

7万 クmネ

419fi1フ ラ ン ド

ル ポ ン ド

10万 ド ゥ カ ー ド

3万 ク ロ ー ネ

C?)

122477グ ル デ ン

2万 ク ロ ー ネ

6万 グ ル デ ン

11万 グ ル デ ン

3万 グ ル デ ン

1万 グ ル デ ン

55000ド ゥ カ ー

ド

相 場

80ク ロ イ ツ ァ ー

90ク ロ イ ツ ア ー

90ク ロ イ ツ ァ ー

240グ ロ ッ シ ェ

ン

65グ ロ ツ シ ェ ン

72グ ロ ッ シ ェ ン

C?)

53グ ロ ッ シ ェ ン

72グ ロ ッ シ ェ ン

53グ ロ ッ シ ェ ン

60ク ロ イ ツ ァ ー

60ク ロ イ ツ ァ ー

60ク ロ イ ツ ァ ー

82ク ロ イ ツ ァ ー

C?)

ム
は
翌

四
八
年
六
月
三
〇

日
に
布
告
さ
れ

　
ヨ

　
る
。

こ
の

ミ

ュ
ー

ル
ベ

ル
ク

の
会
戦

の
た

め

に
南

ド

イ

ッ
の
銀

行
家

が

ど

れ
だ

け
援

助

し

た
か

、

詳
細

は
判

ら
な

い
。

ジ

ェ
ノ

ヴ

ァ
人

の
銀

行
家

は
少

な

く

と

も

三
〇

万

ド

ゥ
カ

ー

ド
提

供

し

た

と

い
わ
れ

て
い
る

が
、

ヴ

ェ
ネ

ッ
ィ

ア
の
外

交
官

が
伝

え

た

と

こ
ろ

で
は
、

ア

ン
ト

ー

ン
は
五
〇

万

工

プ

方

伯

が
降

伏

す

る

と

南

ド

イ

ッ

へ
戻

り
、

七

月

二
三

日

に

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

の

フ

ッ
ガ

i
邸

へ
入

っ
た
。

九
月

一
日
に
開

か
れ

た
帝

国

議
会

は

「
甲
胃

に
鎧

わ
れ

た

国
会

」

と

い
わ

れ

て

い
る
が
、

新

旧
両

派

イ

ン

テ

リ

ム

間

の
仮
協

定

が

承
認

さ
れ

た
。

イ

ン

テ
リ

ク
を

包

囲

し

て

ハ
レ
の
城

内

に

一
二
日
間

滞

在

し

た

の
ち

、

ヘ

ッ
セ

ン
の

フ

ィ
リ

ッ

の
北
約
二
〇
キ

ロ
)

で
ザ

ク

セ

ン
選

帝
侯

の

軍
隊

を

破

り
、

五
月

に
ヴ

ィ

ッ
テ

ン
ベ

ル
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ス
ク

ー
ド
を
皇

帝

に
貸

付

け

た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

シ

ュ
マ
ル
カ

ル
デ

ン
戦

争

に
関
連

し

て

一
五

四
六

年

五
月

か

ら

四
七

年

五

月

ま

で

に

フ

ッ
ガ

ー
が
皇

帝
側

に
提

供

し

た
貸
付

に

つ
い
て

は
・
H

●
J

.
キ

ル
ヒ
が
作

成

し

た

一
覧

表

が
あ

る

(表
巻

灘

)。
こ
れ

ら

の
取
引

は
、
政

治
的

・
軍
事
的

に
緊
急

の
借
入

を
埠

り
れ

て

い
た
借
手

に
と

っ
て
も
・

ま

た
、

営
業

の
危
険

を

避

け

る

た
め

に
借

入
要

請

に
応

じ
ざ

る
を

え
な

か

っ
た
貸
手

に
と

っ
て
も
、

止

む
を

え

な

い
強

制

さ

れ
た
取

引

の

「
悪
循

環
」

で
あ

っ
た
。

五

四
六
隻

の
皇
帝

へ
の
貸
付
は
手
数
料
九
%
、
利
子

西

%
、
返
済

の
財
源

と
し

て

マ
エ
ス
t

フ
ス
。コ
、
教
会
領

の
臨
時
地
代
、

+
毒

税

と
壌

な
収
入
が
指
図
さ
れ

て
い
た
か
ら
・
讐

に
と

っ
て
有
利
な
条
件

で
あ

.(池

.

こ
れ
に
対

し
て
、
国
王

フ

・
ル
一ア
ー
ナ

ン
ド

へ
の
貸
付

は
手
数
料
八
%
・

δ

年
間
無
利
子

で
そ
の
後
五
%
と
条
件

は
は
る
か
に
悪
か

.
た
。
市
場
利
子
率

の
変
動
も
あ

.
た
か

も
し
れ
な

い
が
・
経
済
外
的
な
要
因

に
左
右

さ
れ
や
す

い
政
治
的
貸
付

の
特
色

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
貸
付
金
を
調
達
す

る
た
め
に
、

フ

ッ
ギ

は
各
支
店

に
保
管
さ
れ

て
い
た
現
金
や
鋳
吐迫
さ
れ
て
い
な

い
銀
地
金
を
掻
き
集
め

た
よ
う

で
蒙

・

四
六
年
七
月

の
イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク
政
府

に
対
す

る
貸
付

は
大
部
分

が
シ

ュ
ワ
↓

の
銀
地
金

で
行
わ
れ
た
。
自
己
資
金

だ
け

で
足

り
な

い
場
合

は
利
子
を

つ
け

て
外
部

の
資
金
を
受

入
れ
た
。
四
六
年
六
月

に
ナ
ポ
リ
で
支
払

つ
〒、
と

に
な

.
て
い
た
七
万

ク

。
ー
ネ

の
貸
付

の
場
合

に
は
・
自
己
資
金

は
二
万

四
〇
〇
〇

ク

〒

ネ
に
す
ぎ
な
か

・
た
。

四
六
年
末

の
決
算

で
は

「手
形
帳
」
(確
定
利

子
付
預
金
帳
)
の
負
債
・

つ
ま
り
外
部

の
資
金

の
受

入
額

は
六
九
万
四
〇
.
天

グ

ル
デ

ン
で
、
二
七
年

の
決
算

に
較

べ
て
二

.
四
倍

に
ふ
え

て

い
る
・
負

債

の
大

部

分

は
民

間

人

が

フ

ッ
ガ

た

寄

託

し

た
小

額

の
資
金

で
あ

る

が
、
初

期

の

ス

ペ
イ

ン
の
取

引

の
よ
.つ
に
ヴ

、
ル

ザ

ー
が

出
資

し

た
分

も

あ

っ
た
。

こ
れ

に
関
連
し

て
フ

ッ
ガ

あ

貨
幣
取
引

の
形
能
心
に

つ
い
て
若
干
補
足

し
て
お

こ
う
。
四
六
年
七
月
末

の
取
引

の
よ
.つ
に
、

四
〇
年
代

後

半

に

は

ア

ン
ト
ウ

ェ
ル

ペ

ン
で
商
人

・
銀
行

家

の
間

で
出

資

金

の
寄

託

と
受

入

が
盛

ん

に
行

わ

れ

て

い
た
。

}し
.つ
し
た
貨
幣

取

引

の
多
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く

は
大
市

の
際

に
結
ば
れ
、
四
六
年

の
フ

ッ
ガ

あ

決
算

で
は
秋

の
パ

マ
ス
大
市

(支
払
期
日
は

ご

旦

宣

で
受
入
れ
た
金
禦

五
万

五

二

.
δ

リ

し

フ

ル

(
、
、..万

四
八
七
・
グ

ル
叫ア
ン
)
記

載

さ

れ

て

い

る

.
但

し

、

こ

の
う

ち

ど

れ

ほ

ど

が

皇

帝

と

の

取

引

に
関

係

す

る
金

額

で
諺

た
か
は
判
、り
な

い
.

調
芒

た
貸
付
金

を
支
払
地

ま

で
現
金

輸
送
し
た
場
合

も
あ

っ
た
が
・
大
抵
は
為
攣

形

に
よ
る
送
金

で

あ

っ
た

。

}
五

四
六

年

の
六
濯

ヒ

月

の
多

額

の
貸

付

金

を

用
意

す

る
た

め

に
行

わ
れ

た
為
攣

形

の
取

引

は

フ

ッ
ガ

ー

の
本
店

の
商

用
通
信

文

か

、り
窺

つ
}」
と
が

で
書

。

}」
の
時

期

に
は
多
数

の
為
箪

形

が

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

圭

ユ
ル

ン
ベ

ル
ク

へ
送

ら

れ

て
き

て

い
る
・

た

と

え
ば
、

六

月

.
三

日

に
ヴ

ェ
ル
ザ

ほ

リ

ヨ
ン
で
奮

さ
れ

た
八
、

・
天

四
髪

〒

ネ

の
手

形

を
引

受

け

て
い
る
・

そ

の
う
ち

二
・

。

○

○

グ

生

ア
ン
を

ア

ウ

ク

ス
。フ

ル

ク

で
、

残

り

を

ニ

ュ
ル

ン

ベ

ル

ク

で
支

払

う

こ

と

に

な

っ
て

い

た

・

手

形

の
振

出

地

は

ア

ン

ト

ウ

ェ
ル

ペ
ン
が
多

い
。
六
月

二
六

日
に
ア
ζ

ウ

ェ
ル
ペ

ン
々

リ
ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク
の
ヴ

ェ
ル
ザ
苑

て
の

万

グ

ル
デ
ン
余

の
手
形
が
届
き
・

彼

は
現
金
を

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
支
払

わ
せ

て
い
る
.
六
月
二
合

に
蕗

の
ザ

ウ

エ
ル
ザ

ッ
プ
は
ピ

メ
ル
家
宛

て
の
為
攣

形
を
受
取

り

、

二
万

グ

ル
脚ア
ン
を

=

ル

ン
ベ

ル
ク

で
、

五
、

…

グ

ル
デ

ン
を

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

で
支
払

っ
た
・

同

日

レ
ー

リ

ン
ガ

!
は

三
・

。

。
汐

生

ア
ン
の
手

形

を

引
受

け

て
支
払

っ
て
い
る
.

レ
ム
家

は

ニ

ュ
ル

ン
ベ

ル
ク

で
-
、

…

グ

ル
デ

ン
と

一
・

三
。

。

グ

生

ア

ン
の
二

。
を
出

資
。

.
天

の
商

人
宛

て
の
、
逼

の
手

形

が

フ

ッ
ガ

あ

も

と

に
届

い
た
.
額

面

は

万

五
・

・
。

。

グ

ル
デ

ン
と

一
・

二

。

。

グ

ル
叫ア
ン
で
八
旦

吾

と

.
三

日

の
支

払
期

限

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ

の

天

シ

ェ
宍

な

危

険

な

蒔

蟄

を
理
由

に
引
受

け
な

か

っ
た

の

で
、

そ

の
手

形

は
方

ヒ

日

に

ア

ン
占

エ
ル

ペ

ン

へ
送

り

返

さ
れ

た
.
七

月

三
日

に

ア

ン
占

エ
ル
ペ

ン
か

ら
三
通

の

為

替

手

形

が

ア

ウ

ク

ス
ブ

ル

ク

へ
届

い

た

。

さ

・り
に
、

ア

ン
占

エ
ル

ペ

ン
か

ら

ニ

ュ
ル

ン

ベ

ル

ク

へ
・

ス

ヘ

ッ
ツ
家

を

通

し

て

万

五

・

○
○
。
ζ

ア
ン
が
、

亨

ア
ィ
ン
ク
家
を
通

し

て
六
、
8

・
グ

ル
デ

ン
が
送
金

さ
れ
た
。
背

に
宮
廷
店

の
責
任
者

ク
ル

ツ
は
出
来

る
だ

け
多

く

の
幕

を

レ
「
ゲ

ン

ス
ブ

ル
ク
か

・り
ニ

ュ
ル

ン
ベ

ル
ク

へ
送

る

よ
う

に
、

即
三

ユ
ル

ン
ベ

ル
ク

の

フ

ッ
ガ

膚

宛

て
に
振
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出

す
約

定

で

レ
ー
ゲ

ン
ス
ブ

ル
ク

で
借

入

れ

る

こ
と
を

指
図

さ
れ

た
.

次

の
例

は
も

っ
と

▼」
み

い

っ
た
手

形
取

引

の

一
例

で
あ

る
.

七
月

半

ば

に

フ

ッ
ガ

ー
は

ナ
ぢ

で
二
万

四
、

O

・

・

ク

・
朱

を
払

込

む

こ
と

に
な

っ
て

い
た
。

そ

}し
で
ク

ル

ツ
は

レ
ー
ゲ

ン
ス
。フ
ル
ク
か

ら

二
・

。

○
。

ク

マ

ネ
を

ナ

ポ

リ

へ
送

金

し
、
残

り

の
.
万

、
一、
…

ク

〒

ネ

を

ア

ン
ト
ウ

ェ
ル

ペ

ン
宛

て
に
振
出

し

た
。
手

形

の
買

手

は

二
万

四
・

○

○

○

ク

甲

ネ
を

ナ
ポ

ー

で

フ

ッ
ガ

た

支

払

い
、

そ

れ

と
引

代

え

に

レ
歩

ン
ス
。フ

ル
ク

で
二
、

○

○

○

ク

ロ

ー
ネ

を

、

ア

ン

ト

ウ

ェ
ル

ペ

ン

で

、
一万

二

、

O

O

O

ク

ロ
ー

ネ

を

受

取

っ
た
。

　
ね
　

五

四
七

年
中

の
貸

付

に

つ
い

て
・

ケ

レ
ン
ベ

ン
ツ
は

こ

の
ほ

か
次

の
.
奮

ア

シ

エ
ン
ふ

結

ば

れ

た
と
述

べ

て

い
る
。

八
月

に
約

三

万

四
・
。
。

。

ド

ゥ
空

ド
・
九
月

に
'
一・
万

八
、
○

・

・

エ
ス
マ

ド

(、
～
.万

四
、
…

ド
ゥ
カ
ー
ド
)
で
、
後

者

は
契

約

の
締

結

は

δ

旦

九

日

ま

で

で
あ

っ
た
が
、

先

に
七
万

八
、

○

O

o

エ
ス
ク

養

が
前

払

い
さ

れ
た

と

い
,つ
。

誉

り
に
、

ネ

L

ア
を

フ
ン
ト

総
督

マ
リ

ア
に
対

す

る
三
〇

万

ド

ゥ
㌣

ド

の
貸
付

に
も

フ

ッ
ギ

は
参

加

し

て

い
た
よ

.つ
で
あ

る
。

(
-
)

罠

Φ
=
①
コ
ぎ

ー

。
』

α
唱
ち

.…
る

宰

℃
α
喜

'
ミ

§

、
騒

ミ
・
ゆ
α
・
凹
』

¢

一
ω
刈
山

・。
鉾

コ
ボ

ス
は
}」
の
手

紙

で
、

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
賃
貸
だ

け
が

一
筋

の
光

明

で
・
財
力

の
あ

る

フ

ッ
ギ

な

ら

五

万

ド

ゥ
空

ド
で
請
負

っ
て
く

れ
る
だ

ろ
.つ
と
、
フ

ッ
ガ

ー
を
推
薦
し

て

い
る
・

実
際

に
は

フ

ッ
ガ

ふ

エ

ハ
万

=
、、
○

○
○

ド

ゥ
マ

ド
で

盃

四
七
年

か

り
四
年
間
請

負

っ
た
。

(㎡撫

雛

馨
灘
猟
一簾

響

遜

融

鱗
雛

蜘塑

駄

り禧
郭
%無

難

は簿
謡
論

蓑

蛛蒲

π惣
ゼ軽

く
新
教

徒
側

に

つ
い
た
都
市

の
市

民

に
ネ

L

ア
ル
ラ
ζ

と

の
取
引

を
禁
止
す

る
よ
う

に
命
令
し

た

の
に
対
し

て
、
讐

は
、
も
し
皇
帝

の
Ψ」
の
命

A
p

が
実

行

さ
れ
た
ら

そ
れ
は

ア

ン
お

エ
ル

ペ
ン
の
商

業

の
簗

の
破
滅

を
意

味
す

る
と
し

て
、
反
対
し

た
の

で
あ

る
。
}
・
・り
一.
一Φ
。
.
..
工
黛
.
』
き

.
愚
,

§

ミ

〉
δ
ミ
註
ミ
旨

鳶
ミ

器
斜

ω
・
×
×
H・
諸

田

、

前

掲

書

、

九

三

ー

一
〇

〇

ペ
ー

ジ

。
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(記
れ
蕩

窮

肇

い絞

嫁

9

一
八
。
年
間
続
い
た
ツ
ン
フ
ト
市
政
が
皇
帝
の
干
渉
に
よ
・
て
響

た
の
は
、
イ
ン
言

ム
が
布
告

(鍵
轟

難

.解

黛嚢

懸

罫

縫
.認
馨

肇

」辞

即
ト
閑耳

bー

…

-

(
5

)

口
・
旨

国
ぎ

F

鼻

鼻

9

。。

§

.

(
6
)

=
・
}
.
琴

9

鼻

象

P

ω
温

。。
栖

(爵

ビ
評

ル
銀
山
の
中
心
、
シ

、
ワ
ー
ツ
支
店
を
預
る

。
-
ナ
ー
は
、
し
ば
し
ば
本
店
か
ら
そ
う
し
た
命
令
を
受
け

て
い
た
ゴ

旨
琴

.
ζ

(戚
工
旗

夢

自舞

～
綴

瞳

領

㌧
侮

駿

月
初
め
ブ
レ
ス
一・
ウ
か
ら
ウ
ー
-
ン
へ
四
、
ー

ー

・
こ

(
9
)

即

旨
δ

尋

蚕

黛
』

`
ω
・
δ
象

(灘
灘

灘

灘

饗
縣

4

一
五
五

二
年

五

互

年

は
白
箒

に
と

・
て
最
悪

の
年

で
あ

っ
た
.
前
述

の
よ
う
に
・

シ

ュ
マ
ル
カ

ル
デ
ン
撃

で
新
教
徒
側

の
同
盟
軍

に
大
勝
し
た
皇
帝

は
、

五

四
七
年
背

か
、b

犀

余

の
間

ア
ゥ
ク
ス
ブ

ル
ク
の
フ

ッ
ガ
廊

に
}逗
留
し
・
四
八
年
秋
か
ら

}

年
八
か
月
ブ

リ

ュ
ッ
セ
ル
に
滞
在
し
た
の
ち
、
五
・
年
七
月

に
ふ
た
た
び

ア
ウ

ク

ス
ブ

ル
ク
の

フ
ッ
ガ
幽

に
入

っ
て
・
塵

年

=

月

に
イ

ン

ス
ブ

ル

ッ
ク

へ
発

つ
ま

で

奪

四

か
月
逗

留

し

た
。

四
年

四
か

月

の
間

に

二
年

半

以
上

も

フ

ッ
ガ

ー
邸

に
居

た

わ
け

で
・

ア
ウ

ク

閣
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ス
ブ

ル

ク

の

フ

ッ
ガ

i
邸

は

皇

帝

の
宮

殿

の

よ

・つ
で

あ

っ
た
。

皇

帝

力

ん

と

・
↓

王

で

オ

支

ト

リ

ア
大

公

(
ハ
ン
ガ
リ

ー
、

ボ

ェ
ー

メ
ン
E
)
で
あ

る
弟

の

フ

ェ
ル
デ

ィ
ナ

ン
ド
と

の
間

の
帝

位

の
継

承

と
領
土

の
分

割

に
関
す

る
話

し
A
口
い

(
弄

。
究

月
調
停
失
敗
、
五

一
年
春
成
立

)
も

・
そ

の
結

果

に

も

と

つ

く

皇

子

フ

ェ
リ

ペ

の

イ

タ

リ

ア
、
ブ

ル
。〒

ニ

ュ
、
ネ

L

ア
を

フ
ン
ト

、

ス

ペ

イ

ン
領

の
継

承

二

五
五

年

灯

八
・
九
U

も
・

こ
の
間

に
ア

ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

の

フ

ッ
ガ

廊

で
行

わ
れ

た
。
も

っ
と

も
、
当

r

の

ア

ン
ト

↓

は

▼し
の
間

ア

ウ
ク

ス
ブ

ル
ク
を
離

れ
、

皇

帝

と

は
顔
を

合

わ

せ
な

か

っ
た
と

い
わ

れ

る
。

さ

て
・

ザ

ク

セ

ン
公

モ
ー

ッ
ツ
は
先

の

シ

ュ
マ
ル
カ

ル
デ

ン
戦

争

で
は
、

選
帝

侯
位

の
獲

得

と

い
.つ
条
件

に
釣

-り
れ

て
新

教

越

同

盟

側

を
窃

っ
て
皇

帝
側

に
寝
返

っ
た

が
、

五

二
年

.
亘

吾

に

フ
ラ

ン
ス
国
王

ア

ぢ

.
笹

と

密
約

を
結

ぶ

ザ」
と

に
成

功

す

る
と
、

今
度

は
皇
帝

に
対

し

て
態
度

を

練

し

て
宣
一撃

布

告

し

、
皇

帝

の
滞
在

す

る

イ

ン
ス
。フ
ル

ッ
ク

へ
攻

め

の
ぼ

っ
た
。

四
旦

九

日
か

り
五

月

百

ま

で
白
第

フ

ェ
ル
デ

ィ
ナ

ン
ド
と

モ
ー

ッ
ッ
と

の
会

談

奮

ン

ツ
で
開

か
れ

た

が
和
睦

に
至

り
ず
、

五
月

.
天

日

に
再

度

パ

.

サ
ウ

で
会
談

を
開

く

こ
と

に
な

っ
た
・

と

こ
ろ
が
、

†

リ

ッ
ッ
は
そ

の
間

に
軍

を
進

め

、
五

旦

八

日

に

フ

ユ
ッ
セ

ン
を
ヒ
ロ
領
、

エ
ー

ユ

　

レ

ン
ベ

ル
ク
峠

奏

破

し

て
五
月

三

日

に
イ

ン

ス
ブ

ル

ッ
ク

へ
入
城

し

た
。

不
意

を
突

か
れ

た
白
E
帝

は
僅

か
な
従

者

と

と
も

に
.h
塑

九

日

の
深

夜

に
イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク
を
脱

出
、

ブ

易

セ

ン
、

-

エ
ン

ツ
を

経

て
五

月

二
七

日

に
ケ

ル

ン
一ア
ン
地
方

の

フ
ィ
一フ
ッ
ハ
へ
落

ち

の
び

た
・

皇

帝

に

と

っ
て
屈

辱

の
逃

避

行

で

あ

っ
た

が

、

こ

の
逃

避

行

に

は

当

時

イ

ン

ス
。フ

ル

ッ
ク

に

い
た

ア

ン
ト

ー

ン

.
フ

ッ
ガ

ー

も

同

行

し

て

い
る
・
そ

し

て
・
後

述

す

る

よ
う

に
、
昔

.
入

日

に

フ

ィ
ラ

ッ

ハ
で
約

四
・

万

ド

ゥ
カ

ー
ド

(約
五
、分

グ

ル
吋ア
ン
)
と

い
.つ
巨

額

の
貸
付

を
約
束

し

て
、

犀

老

い
た
、
病

弱

の
、

疲

れ
切

.
た
白
壷

の
苦
境

を

救

っ
た

の

で
あ

る
。

万

・

五

五

二
年

に
か

け

て

の

こ
の
数

年
間

は

フ

ッ
ガ

た

と

っ
て
も
棄

の
葵

な
転

換
占
川
で
あ

っ
た
.
当

よ

ア

ン
ト
ー

ン
は

先
代

の
叔

父

ヤ

ー

コ
プ

の
死

後

二
・

年
余

の
間
棄

を

引

継

い
で
発

展

さ

せ

て
き

た
が
、

}、
の
頃

に
は
商
売

を

や

め

て
会

社

を
蟹

し
よ

う
と
真

剣

に
考

え

て
い
た
・

無

謀

な
膨

張
政

策

を
続

け

る

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
家

と

の
泥
沼

に
は
ま

っ
た

よ
・つ
な

結
び

つ
き
か

.り
脱

け
だ

す

た
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め
と
、
自
分

の
年
A
コ
が
五
〇
歳
を
過
ぎ
た

の
に
会
社

の
将
来
を
託
す
に
た

る
活
力

と
才
覚

の
あ
る
人
材
が

屡

の
中

に
い
な

い
こ
と
・

そ

れ
が
お
も
な
理
由

で
あ

.
た
.

四
六
年
末

に
選

全
体

?

わ
し
総

決
算
を
作
成

し
、
四
八
年
七

月

に
利
益
金
を
社
員

に
分
配
し
・
残

り

の
資
産
も
五
・
集

ま

で
に
処
分
す

る
は
ず

で
あ

つ
(混
.
し
か
し
、
ア
ン

ー

が
響

状

に
記
し

て
い
る
よ
.つ
に
・
『
長
び
く
戦
争

の

た
め

に
、

商
売

を
中

止

し

て
農

を

取

り
返

す

}」
と

が

で
き

な

い
ば

か

り
か
、

皇
帝

と

国
王

を

助

け

る
た

め

に
も

っ
と
多

く
を
貸

付

け
・

貨
幣
を
受
入
れ

て
借
金
ま

で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と

い
う
困
難
な
方
向

へ
事
態

は
進

ん
だ
』

の
で
あ

つ(裡

五

四
八
年
分

に

万

万

ド

ゥ
カ
ー

震

付
け

て
か
ら
、

ア
ζ

↓

は
皇
帝
か
ら
の
借
入
霧

を
断

わ

っ
て

い
た
・
互

隻

の
終
り

に
ア
ン
ト
ー

ン
は
六
、
○
○
○

エ
ス
字

ド
を
、
さ
ら

に
ヴ

ェ
ル
ギ

荒

ハ同

で
男

五
・
○
○

○
グ

ル
デ

ン
を
貸
付
け

て
い
る
・

δ

月

に
幕

が
イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク

(
・
↓

)
行
き

の
旅
費

宮
廷
の
移
動
輩

婁

独胴
し
た
時

に
南

ド
イ

ツ
商
人
は
共
同

で
七
万
六
・

。
。
○

ド

ゥ
カ

ー
ド
を
貸
付
け
奈

、

フ

ッ
ギ

は

こ
れ

に
会
社

の
勘

定

で
三
万
一=
、
・
○
・
ド

ゥ
空

ド
・

ア
ン
ト
↓

の
個
人
勘
定

で
二
万

ド

ゥ
カ
ー
ド
を
出
資
し

て
い
る
。
新
教
徒
側

の
最
後

の
砦
と
な

っ
た

マ
ク
デ
ブ

ル
ク
市
を
攻
撃
す

る
た
め
に
五

犀

末

に
皇
帝

が

軍
資
金
を
要
求

し
た
時

に
は
、

フ

ッ
ガ
些

は
じ
め

ア
ゥ
ク

ス
ブ

ル
ク
の
商
人
は
貸
付
を
断

わ

っ
て
い

る
・
皇
票

返
済

の
た
め
に
肇

な
収

入

を
指

図

す

る

▼」
と

が

で
き

な

い

▼」
と

を
、

商

人

は
見
抜

い

て
い
た

の

で
あ

る
。

銘
を

借

り

る

こ
と
も
軍

隊

を
集

め
る

こ
と
も

で
き

ず

、
白
蕎

は
イ

ン

ス
ブ

ル

ッ
ク

で
心
痛

の
極

み

で
あ

っ
た
。
『
商
人

た
ち

の
問

で
こ
れ

以
上

余

の
た
め

に
奉
仕

し

な

い

こ
と
を
申

し
合

わ

せ

て
い

る
よ

.つ
に
田
心
わ

認

.

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

で
も

そ

の
他

の
所

で
も

、

ど

ん
な
懸

[条

件
]

を
撰

し

て
も

、
余

に
野

貸

そ
う

と

い
.つ
者

は

天

も

い
な

い
。
』
シ

、
マ
ル
カ

ル
叫ア
ン
戦

争

以
来

の
嚢

な

財
政

政
策

の

獄

が
表

わ

れ

て
い
た

の

で
あ

る
・
選
帝

侯

と

な

っ

た

モ
塵
リ

.
ツ
が
皇

帝

に
叛
旗

を
翻

し

て
イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク
に
迫

っ
て
き

た
時

、
皇

帝

は

こ
う

い
う
状

態

で
あ

っ
た
・

ア

ン
ト

↓

も

ま

た
、
南

ド

イ

ッ
の
戦
争

、

フ
一フ
ン
ク

フ
ル
あ

春

の
大

市

の
中
止

、

現
金

の
不
足

を

理
由

に
あ
げ

藁

帝

の
借
入

要

蓼

断

わ

っ
て
い
た
.
万
策

つ
き

た
白
嵜

は

ア

ン
ト

↓

に
自

筆

の
嵩

(、・.月

-.・
日
付
)
を
送

っ
て
・

大

至
急

イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク

へ
来



商 経 論 叢 第32巻 第1号94

る

よ
う

に
懇
願

し

た
・

『
こ
れ

こ
そ

は
、

現
在

、
余

の
最
後

の
願

い

で
あ

る
。
』

▼し
の
手
紙

を
受

け
と

る

と
、

ア

ン
ト

↓

は
た

め

、り
.つ
▼」

と

な

く
即
座

に
イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク

へ
向

か

っ
た
。

皇

帝

の
権

威

に
対

す

る

ア

ン
ー

ン
の
恭
順

な
、心
情

が
表

わ
れ

た

の
か

、

そ
れ

と
も

、

ス
ペ
イ

ン
の
妻

に
投
資

し

た
莫

大

な
資

産

を
考

え
る
と
、

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
家

と
手

を
切

る

甲」
と

は

で
き

な

か

っ
た

の
で
あ

ろ
.つ
か
。

四
月

七

日

か
ら

イ

ン
ス
ブ

ル

ッ
ク
で
侍

従

の

エ
ラ

ッ
ソ
と

ア

ン
ト

↓

と

の
間

で
多

額

の
借

入

査

付

交

渉

が
始

ま

っ
た
。
交

渉

が
ま

と

ま
ら

な

い
う

ち

に
・
前

述

の
よ
う

に

幸

-

ッ
ッ
軍

の
攻
馨

受

け

て
宮

廷

は

イ

ン

ス
ブ

ル

ッ
ク
を
逃

れ

る

7」
と

に
な

り
、

結

局

、
五

月

二
八

日

に
落

ち

の
び

髭

の

フ
ィ
ラ

ッ
ハ
で
、
未
払

い
の
旧
債

権

を
含

め

て
、
四
〇
万

ド

ゥ
々

ド

(約
五
六
万
グ

ル
一ア
ン
)
と

い
.つ
巨
額

の

ア

シ

エ
ン
ト
が
結

ば

れ

た
・

甥

た

ち

の
反
対

が
強

か

っ
た

の
で

ア

ン
ー

ン
個

人

の
勘

定

で
あ

っ
た
。
返

済

の
保

証

に
は

ス

ペ
イ

ン
の

騎
壱

道
会
の
罫

㍍

毎

兼

瀧

、
そ
の
他
教
会
領
収
入
、
セ
ビ
～

ヤ
の
イ
ン
司ア
ィ
ア
ス
通
商
院
の
金
銀
在
庫
と
A
.後
運
ば
れ

て
く

る

は
ず

の
財

宝

・
劉

が
当

て
ら

れ
る

}し
と

に
な

っ
た
。

そ

の
他

に

フ

ッ
ギ

は
、

貸
付

額

に
相
当

す

る
讐

も

し
く

は
貴

金
属

を

免
税

扱

い

で

ス

ペ
イ

ン
か

ら
持
出

す
許

可
を

獲
得

捻

.
も

っ
と
も

、

こ

の
時

に
す

で

に

ス
ペ
イ

ン
の
収

入

は
翌

年

(
五

五
三
年
)
の
分

ま

で
・

蔀

は
五

四
年

の
分

ま

で
使

わ
れ

て

い
た
と

い
・つ
。

と

も

あ

れ
、

一
互

九
年

の
白
箒

馨

の
時

に
は
先

代

の
ヤ

ー

コ
プ

が
五

四

万

グ

ル
デ

ン
余

を
貸

付

け

て
・

ス
ペ
イ

ン
王

で
あ

っ
た

カ

ル

・
ス
を

ド

イ

ツ
皇

帝

に

つ
け

た
が
、

五

五

、
奮

フ
ィ
}フ
ッ

ハ
へ
の
逃

避

行

で
は

ア

ン
ー

ン
が

五
六

万
グ

ル
デ

ン
を
貸

付

け

て
、
こ
の
皇

帝

の
晩

年

の
苦
境

を

救

.
た

の

で
あ

っ
た
.
「
白箒

力

-

諾

世

の
治
世

に
は
・

そ

の
最

初

と
同

様

に
そ

の
最

後

に
も

、

フ

ッ
ギ

と

い
う
名
前

の
消

え

る

}」
と

の
な

い
刻

印

が
刻

み

つ
け

、り
れ

て

い
る
。
L

フ
ィ
ラ

ッ

ハ
の
四
〇
万

ド

ゥ
カ

長

の

ア

シ

エ
ン
ト

の
う
ち
、

、
五

万

ド

ゥ
空

ド

は

フ
一フ
ン
ス
国
王

と

の
撃

(
メ

.
ッ
の
攻
防
)

の

た
め

に
五

二
年

の

=

月

に
支

払

わ

れ

た
。

こ

の
年

の
秋

に

は

ア
メ
リ

カ
か

・り
プ」
れ

ま

で

に
な

い
大

量

の
銀

が

ジ

、
ノ
ヴ

ァ
と

ア

ン
ト

ウ

ェ
ル
ペ

ン
に
到

着

し
・

フ

ッ
ギ

も
多
額

の
銀

を

ス
ペ
イ

ン
か

ら
持

ち
出

す

こ
と

が

で
き

た
。

そ

の
た
め

か
、

}し
の
年

に
は
さ

.b
に

ス

ヘ

ッ
ツ
兄

弟

と
共

同

で
六
〇

万

ド

ゥ
カ

養

の

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で
い
る
。
翌

年

夏

セ
。コ
ビ

ア
で

フ

ッ
ガ

あ

代

理
人

ヴ

ァ
ル
タ

ー
が
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王
室
側

と
交
渉
し

て
ム
ロ
意
し
た
と

り」
う
に
よ
る
と
、

五

五

三
年
夏

の
時
点

で
王
室

(皐
帝
)
に
対
す
る

フ

ッ
ガ
あ

貸
付
金

の
う
ち
返
済

(燦

済

の
分

は
約
六

万

七
、
四
・
・
ド

ゥ
カ
ー
ド

(元
金
四
六
万
三
、
…

ド
着

ド
、
利
子

五

万
四
・
四
・
・
ド
ゥ
カ
↓

で
あ

っ

た
。

}」
の
あ

と
、

フ

ッ
ガ

あ

金
融

業

は

ア

ン
占

、
ル

ペ

ン
の
取
引

所

舞

台

に
、

折

か
ら

の
投
機

熱

の
渦

の
中

で
・
主

人

の
指

示
を

守

り
な

い
代

理
人

オ

、
を

ア
ル
に
よ

.
て
盛

ん

に
行

わ
れ

る

が
、

五
七

年

の

ス
ペ
イ

ン
王

室

と

フ
ラ

ン

ス
王
室

の
支
払

停

止

"
国

庫
破
産

に
始
ま
る
世
紀
末

の
国
際
的
金
融
恐
慌

に
見
舞
わ
れ

て
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
。

芳

、

メ

ッ
ッ
の
攻
略

に
失
敗

し

た
皇

帝

は
五

三
年

、
汀

に
ブ

リ

ュ
ッ
セ

ル
に
退

き
、

二
年

後

の

五

五

五
年

に
は
弟

の

フ

ェ
ル

デ

ィ

ナ

ン
ド

に
全
権

を

託

し

て

ア
ウ
ク

ス
。フ

ル
ク

の
国
会

で
新

旧

両
教

徒

の
同
権

を
認

め

(九
月
二
吾

)・

δ

月

に
は
ネ

ー

デ

ル
ラ

ン
あ

統

治
を

息
子

の

フ

ェ
リ

ペ
に
譲

り
、
続

い

て

ス
ペ
イ

ン
の
王
位

を

、

さ
ら

に
ド
イ

ッ
の
帝

位

を
退

い

て
・

翌
年

ス
ペ
イ

ン

へ
引

上

げ

る
・

そ
し

て
、

ユ
ス
テ
の
修

道
院

に
隠
退

し

、

.
一年

後

の
五

八
年
九

月

に
死
去

し

た
。

(
-
ご

」
の
密
約

(「
シ

ャ
ン
李

ル
の
密
約

」
)
は
、
帝
国
領

の
都

市

メ

ッ
ツ
、
ー

ル

、
ヴ

ェ
ル
ダ

ン
・

カ

ン
ブ

レ
を

フ
ラ

ン
ス
王

に
割

譲
す

る

の

と
引
代

え

に
、

フ
一フ
ン
ス
L

か
・り
援

助
金

(
皇
帝
と

の
戦

い
の
軍
資
金

)
を
獲
得
す

る
と

い
・つ
内

容

で
あ

っ
た
・
皇
帝

に
と

っ
て
メ

ッ
ツ
は
・
南

ド
イ

ツ
と
。フ
ル
。コ
ー

;

か
.リ
ネ

上

ア
を

フ
ン
ト

へ
の
通
行
路

を
確

保

す
る
た
め

の
蕎

の
地

で
あ

っ
た
.
こ
の
密

約

の
時
期

に

つ
い

て
は
・
五

琵

δ

月

と

す

る
説

、

五

.

.年

一
月

と

す

る
説

が

あ

る
。

(2
)

一
五
四
、ハ
年

の
餐

で
は
資
産
が
約
ヒ

δ

万
グ
ル
デ
ン
、
負
債
が
約
二
〇
・
万
グ

ル
デ
ン
、
差
引

き
皐

資
本
は
約
互

。
万
グ
ル
デ
ン
で
・

編

閣
酵
讐

霧

の纏
警

轄

継
欄触
聲

語
↓砕舞

蘇

薙
欄梅

臓矧助誰

紅

鴛
.魏

野
綱
磐

纏
饗

纂
鐘謹
の麓
繕
髪

る難

雛

ア
ン
ト
ウ

、
ル
ペ

ン
の
貸
付
金

(約

八
〇

万
グ

ル
艸ア
ン
)
が
第

.

.位

を
占
め
、
両
者
を
合

わ
せ

る
と
貸
付

金

の
七
〇

%
以
上

で
あ

っ
た
・
こ
の
二
九

〇

肪
㌶

ア即

諮

鯛

益
金
の
う
ち
約
、
.。
九
万
ク
ル
吋ア
ン

(約
七
.
.%
)
が

一
五
四
八
年
七
月
末
日
に
社
員
に
分
配
さ
れ
た
.
雷

蚕

舅
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(灘

繋

礁

磁

驚
藁
襯
繋

縣
繋
羅
囎畷螺

年
代
後
半
以
降

の
フ
ッ
ガ

あ

取
引

に
は
二

つ
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

;

は
イ
ぢ

ス
王
室

に
対
す
る
貸
付

で
あ
る
。
フ

ッ
ガ
[
と
イ
嵜

ス
垂

と

の
最
初
の
取
引
は

五

四
五
年
九
月

で
あ
る
が
、
四
六
年
末

の
決
算

で
は
、
ア
ン
ト
ウ

、
ル
ペ
ン
の
債
権
約
八
〇
万
グ
ル
デ
ン
の
.つ
ち
イ
ギ

リ

ス
至

至
に
対
す
る
債
豪

約

五

万
四
・
○
○
○
グ

ル
デ
ン
で
笙

位
を
占
め

て
い
る
。
も
う

;

は
、
}」
れ
ま
で
フ
ッ
ギ

に
と

っ
て
、
葦

料

の
買
占
鑑

の
販
売
な
ど
・
東

イ
ン
ド
貿
易

に
関
連
す
る
商
・…
取
引
の
霧

で
あ

.
た
ア
ζ

ウ

、
ル
ペ
ン
が
、
い
ま
や
幕

取
引

(寄
託
金

の
受
入

れ
と
貸
付
)
の
中
心
地
と
し
て
墨

性
を
ま
し
た

こ
と

で
あ
る
.
四
六
年
末
の
決
算

で
は
篠

は
約
八
〇
万
グ

ル
轡ア
ン
で
ス
ペ
イ

ン
の
そ
れ

に
つ
い
で

第

二
位
・
農

は
約

四
六
万
グ

ル
デ
ン
で
ス
ペ
イ
ン
の
そ
れ
よ
り
は
る
か

に
響

、
他
の
南
ド
イ

ツ
商
人
か

り
多
額
の
資
金
を
寄
託
金
と
し
て
受
け
入

れ

て

い
た

こ

と

を

一.小
し

て

い
る

。

(
4
)

即

曽

曇

9

H
σq
噌
自
』

b

.ヒ

α
」

噛
。。
』

ド

(
5

)

即

穿

§

g

目
αq
'
§

9

ゆ
。
」

り
。・
』

界

=

・
歪

①
筈

Φ
富
N
・
鳥
・
自
・
9

。d
α
レ

。。
・
Φ
・。

h
・

〆
燦纏

鯵
薪
戦
勝
一誰
簿

雛

蕪

ら
し

い
・
瓦

庫

七

月
か
ら
同
集

ま

で
の
間

に
約

、○

社

の

ア
ウ
ク
ス
ブ

ル
ク
商

人
か

・り
約
七

万
グ

生

ア
ン
を
借
入

れ

て
い
る
。
五

輩

以
降

ス
ペ

イ

ン
E

竃

皇
帝
)
の
銀
行
家

の
中

で
は
・
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

が

フ

ッ
ギ

を
抑

え

て
優
勢

と
な
り
、
フ

ェ
リ

ペ

・
ス
ピ

ノ
一フ
を

は
じ
め

ス
ピ

ノ
一フ

藤

と
・

セ
ビ

ー
リ
窪

住

の
ジ

ナ

ヴ

ァ
人
銀

行
家

の
中

で
最

大

の
資
産

家
と

い
わ

れ
た

コ
ン
ス
タ

ン
テ

ン

・
ジ

ェ
ン
テ
ィ
⊥

の
活
躍

が
目
立

.
て

フ

ッ
ガ

ー
は
ネ

ー
デ
ル
ラ

ン
ト
総
督

了

ア
と

の
関

係
が
し

っ
く

り

い

っ
て
い
な
か

っ
た

の
で
、

対

フ
一フ
ン
ス
戦

の
資
金

調
達

で
は

ア
ン
ト

い

る

　

ウ

ェ
ル
ペ

ン
に
お
け
る
皇
帝

の
代
理
人

に
な

っ
た
ガ

ス
パ

ル

・
ス

ヘ

ッ
ツ
が

マ
リ

ァ
の
銀
行
家

の
中

で
首

位
を
占

め
て

い
た
。
な
お
、

五

五

三
年

に

は
国

教
会

の
新
教
化
を
進

め
た

イ
ギ

呉

国
圭

ド

ワ
ー
ド
六
世

が
七
月

に
死

去
し
、
熱

烈
な

カ
ー

.
ク

の
メ
ア
リ

匿

が
王

位

に

つ
い
た

の
で
、

フ

ェ
リ

ペ

は
英

女

E

メ

ア

リ
と

結

婚

し

て

い
る

。


